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１ 前年度指摘事項等に対する措置等

（１）指摘事項

指 摘 事 項 措 置 状 況 等

１母子・寡婦福祉資金貸付金の (監査基準に基づく指摘内容)

回収について 過年度滞納額及び現年度滞納額全体の滞納額は減少しているが、

現年度・過年度別では、現年度滞納額が、30 万円弱増加している。

母子・寡婦福祉資金貸付金に 単位:円

ついて、依然として多額の未収 年度 区 分 調 定 額 収入済額 収入未済額

金があったので、回収に一層努 H23 現年度 19,240,053 17,979,393 1,260,660

力されたい。 過年度 7,194,278 1,358,071 5,836,207

計 26,434,331 19,337,464 7,096,867

（参考） H22 現年度 23,513,449 22,525,466 987,983

・ 未収 金 額 ： 7,096,867 円 過年度 7,802,384 1,596,089 6,206,295

計 31,315,833 24,121,555 7,194,278

※H22･23 年度とも決算数字、元利金のみ

【過年度未収金に対する対応】

①早期対応

滞納者に対して、督促状へ手紙同封、電話、訪問により督促を

行っている。特に２～３か月滞納となった者については、借主の

生活状況を把握し、償還指導を行ってきたが、監査指摘後からは、

早期対応のため１か月滞納となった場合にも生活状況の把握を行

っている。

②償還会議の開催

滞納者の生活状況から個々に応じた対応を検討し、償還に結び

つけている。監査指摘後からは、生活状況が把握できない場合等、

市町にも会議に参加してもらっている。

【当該年度未収金に対する対応】

①連帯保証人への取組

連帯保証人への督促を滞納の状況に応じて行ってきたが、監査

指摘後からは、分納に応じている者であっても、滞りぎみの者及

び完納のめどが立たない者について、連帯保証人への連絡を徹底

して行っている。（平成 21 年 6 月政令改正以前の貸付で連帯保証

人を付けている場合）

②据置期間中の取組

借主（母）及び連帯借主（子）に対し、貸付時と最終学年在学

時に面接を行い、償還に対する意識付けをすることにより、滞納

の未然防止に努めてきたが、監査指摘後からは、据置期間中にも

借主、連帯借主へ連絡を継続し、償還の意識づけを行っている。

③貸付期間中の取組

貸付期間中、借主に半年に 1 回在学証明書を提出してもらって

いるが、監査指摘後からは、このときの提出依頼通知書に償還計

画を添付し意識づけを行っている。



 

 

 

指   摘   事   項 措  置  状  況  等 

２雑入の収納について  

 

雑入 (保護費返還金徴収金 )に

ついて、未収金があったので、

収納に一層の努力をされたい。  

 

（参考）  

・未収金額： 5,100,181円  

保護費返還金徴収金の未収金については、滞納者の

ほとんどが、生活保護受給者や年金生活者、または、

不安定就労者である等、経済的に困窮している者であ

るため収納に苦慮しているが、滞納者の支払能力等を

勘案した上で、早期に償還を終えるよう計画的な返還

について指導している。  

 

１  未収金回収への取り組み  

(１ )過年度（平成２３年度以前）未収金について  

①管内 (三朝町 )で保護受給中の滞納者に対しては、

担当ケースワーカーが定例訪問時に督促した。前

記以外の滞納者に対しては、係長以上の役付職員

が定期的に電話や家庭訪問をして催告する等回収

に努めた。  

②未収金の回収を向上させるため、支払い能力に応

じた分割納付計画の見直しや、保護費や年金受給

直後の訪問・督促など工夫した対応を行った。  

 

その結果、平成２４年度における過年度分の収納

額・収納率ともに、平成２３年度に比べ向上した。

 

過年度分（平成 25年 3月 31日現在）   （単位：円）

年

度

調  定  額

    A 

収納額  

   B

年度末  

未収金残額  

収納率  

B／ A 

24 5,100,181 515,527 4,584,654 10.10％

23 4,194,105 78,000 4,116,105 1.86％

 

(２ ) 当該年度（平成２４年度）未収金について  

①年金の遡及支給や土地建物の売買等による返還金

等については、速やかに本人に連絡を取り返還金

の確保を要請する等、可能な限り早期に債権を回

収するように努めた。  

②発見が遅れ速やかな対応ができなかった事案につ

いては、早期に履行誓約書 (確約書）を徴取すると

ともに、支払い能力に応じた分割納付計画に沿っ

て納入するよう指導した。  

③保護費や年金受給直後の訪問・督促など、回収に

つながるように工夫した対応を行った。  
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指   摘   事   項 措  置  状  況  等 

  

その結果、現年度分の年度末未収金残額は、平成

２３年度分に比べ減少し、収納率は向上した。  

 

現年度分（平成 25年 3月 31日現在）      （単位：円）

（備考）  

平成２４年度の調定額が前年度に比較べて多額と

なった要因は、多額の返還金が生じた事案が３件あ

ったため。  

１）相続による土地売却収入  約１４３万円  

２）相続による土地売却収入  約１３５万円  

３）障害基礎年金の遡及支給  約２５０万円   

           計     約５２８万円  

 

２  未収金の発生防止に向けた取組みについて  

  保護費返還金徴収金の回収を困難にしているの

は、収入があったにもかかわらず、その収入を申

告せずに消費してしまったケース（不正受給ケー

ス）であり、不正受給を未然に防止することが未

収金の発生防止に有効と考えられる。  

不正受給を防止するため、次の取組みを徹底し

ていくこととする。  

（１）保護開始時及び少なくとも年１回定期的に届出

義務について周知徹底し、適正な収入申告の履行

を指導する。  

（２）訪問調査活動を充実し保護受給者の生活状況を

的確に把握するとともに、課税調査や年金受給調

査等を徹底することにより収入状況を的確に把握

する。  

 

年

度  

調  定  額

    A 

収  納  額  

    B 

年 度 末  

未 収 金 残 額  

収納率  

B／ A 

24 7,823,663 6,748,514 1,075,149 86.25％

23 2,844,838 1,602,016 1,242,822 56.31％

 

  （２）監査意見 

    該 当 な し  

 

 

２ 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況 

  該 当 な し  
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３ 組織及び業務調べ

課 名 係 ( 担 当 名 ) 課 の 主 な 所 掌 事 務

福祉企画課 指導支援担当 (1)社会福祉施設及び児童福祉施設の指導監査に関すること

(2)福祉のまちづくりの推進に関すること

(3)社会福祉統計に関すること

高齢者支援担当 (1)介護保険に関すること

(2)民生委員及び児童委員に関すること

(3)老人の福祉に関すること

福祉支援課 保護担当 (1)生活保護に関すること

(2)生活保護法に基づく医療機関の指導に関すること

(3)行旅病人及び行旅死亡人に関すること

母子支援担当 (1)児童の福祉に関すること

(2)母子及び寡婦の福祉に関すること

(3)助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における

保護に関すること

障がい者支援課 障がい者支援担当 (1)身体障がい者及び知的障がい者の福祉に関すること

(2)障がい者福祉に係る連絡調整に関すること

心と女性の相談担当 (1)精神保健及び精神障がい者の福祉に関すること

(2)要保護女子及び配偶者からの暴力の被害者の保護に係る相談

に関すること

(3)ひきこもり等の心の健康に係る相談に関すること

(4)婦人相談所に関すること

健康支援課 医薬・疾病対策担当 (1)医療法及び薬事法の施行に関すること

(2)麻薬、向精神薬、覚せい剤及び毒物劇物の指導及び取締りに

関すること

(3)感染症の予防・相談に関すること

がん対策・健康づく

り支援担当

(1)がん対策に関すること

(2)健康増進対策に関すること

(3)生活習慣病の対策に関すること

(4)栄養の改善及び指導に関すること

(5)歯科保健に関すること
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４ 職員の定員、現員調べ

（平成２５年４月１日現在）
事務職員 技術職員 現業職員 計

種 別 備 考
区 分 当 該 24.4.1 当 該 24.4.1 当 該 24.4.1 当 該 24.4.1

年 度 現 在 年 度 現 在 年 度 現 在 年 度 現 在

定 員 ２４ ２６ １５ １５ １ １ ４０ ４２

（２） （２） （０） （１） （１） （１） （３） （４） ・定員４０（休職１を含む）

現 員 ２５ ２８ １４ １５ １ １ ４０ ４４ ・育児休業職員２

・欠員△２

・計(現員)４０

過不足(△) １ ２ △１ － － － － ２

臨 時 職 員 － － － － － － － －

・就労支援専門員１

非常勤職員 ９ １０ ４ ４ － － １３ １４ ・母子自立支援員１

・歯科衛生士１

・事務非常勤７

・嘱託医師３

注 育児休業、休職中の職員についても現員に含め、その人数を上段に（ ）書きしている。

５ 役付職員の調べ

（平成２５年７月１日現在）

職 名 氏 名 在職期間 備 考

年 月 兼務 中部福祉事務所長、中部身体障害者更生相談所長、
福祉保健局長 (兼) 大 口 豊 － ３

中部知的障害者更生相談所長、婦人相談所次長

兼務 中部福祉事務所参事、倉吉保健所参事
副 局 長 (兼) 澤 谷 弘 道 ２ ３

中山間振興チーム参事

兼務 倉吉保健所長、中部身体障害者更生相談所参事、
副 局 長 (兼) 吉 田 良 平 ６ １１

中部総合事務所生活環境局副局長

福祉 企 画 課 課長補佐 (兼) 宮 脇 睦 子 ２ ３ 兼務 中部福祉事務所主幹、倉吉保健所主幹

福祉 支 援 課 課長 (兼) 内 籐 善 文 － ３ 兼務 中部福祉事務所参事、倉吉保健所参事

〃 課長補佐 (兼) 中 村 進 － ３ 兼務 中部福祉事務所主幹

兼務 中部福祉事務所参事、倉吉保健所参事、中部身体障害者更生
障がい者支援課 課長 (兼) 花 川 治 応 ２ ３ 相談所参事、中部知的障害者更生相所参事、婦人相談所参事

兼務 中部福祉事務所主幹、倉吉保健所主幹、中部身体障害者更
〃 課長補佐 (兼) 佐々木 真 人 － ３ 生相談所主幹、中部知的障害者更生相所主幹

（２年３月）

兼務 中部福祉事務所主幹、倉吉保健所主幹、中部身体障害者更生
〃 課長補佐 (兼) 田 中 洋 子 － ３ 相談所主幹、中部知的障害者更生相所主幹、婦人相談所主幹

健康 支 援 課 課長 (兼) 長谷川 ゆかり １ ３ 兼務 倉吉保健所参事、福祉保健部参事

〃 課長補佐 (兼) 福 村 郁 雄 ２ ３ 兼務 倉吉保健所主幹

〃 課長補佐 (兼) 長谷川 理 恵 － ３ 兼務 倉吉保健所主幹

〃 課長補佐 (兼) 坂 本 裕 子 ２ ３ 兼務 倉吉保健所主幹
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６ 主な事業に関する調べ

事 業 名 概 要

福祉施設に対する適 ア 目的及び事業の実施状況
正な指導監査の実施 （ア）目 的

管内における介護保険施設、障害福祉施設、児童福祉施設等に対し指導監査を実施することに
決算（見込）額 より各制度の適正かつ健全な運営を確保することを目的とする。
－ 千円

（イ）主な指導監査の実施状況
介護保険施設等 障害福祉施設等 児童福祉施設等

対象施設の 実地指導 実地指導 実地指導
選定方針 ・新規開設事業所、前回指摘事 ・原則３年に１回（障害者支援 ・公立保育所 １回／３年

項が多い等理由のある事業所 施設は２年に１回） ・私立保育所 １回／２年
書面監査 ・新規開設事業所、前回指摘事 ・児童館 １回／２年
・営利法人の開設する事業所 項が多い等理由のある事業所 ・市町（児童福祉行政実施機
（国の医療・介護サービスの質 関） １回／１年

向上・効率化プログラムによ 書面監査 実地指導の対象でな
り平成20～24年度の間実施） い施設

平成２４年度 ・基準に沿った介護報酬の算定 ・人員基準の遵守 ・保育所保育指針を踏まえた保
重点指導事項 及び請求の実施 ・個別支援計画管理など運営に 育の実施（保育所のみ）

・人員基準の遵守 関する基準の遵守 ・感染症防止・安全衛生管理体
・介護計画等の説明、同意、交 ・利用者支援（処遇）の充実 制の構築

付 ・適切な自立支援給付費請求 ・防犯対策・健康診断の実施
・虐待や身体拘束の防止のため ・安全や保健・衛生管理体制の ・定員を超えた入所の有無

の取組状況 確認 ・運営費の使途、本部会計への
・利用者の安全確保のための非 ・虐待防止のための取組状況 貸付状況

常災害対策の確認 ・経理規程に則した会計処理
指導監査実施 実地指導 ８１施設 実地指導３８施設 実地指導３６施設
施設数 書面監査 ４４施設 ※指導を行った施設 ３６施設 （ほか５市町への指導も実施）

※指導を行った施設 ３９施設 書面監査３４施設
※指導を行った施設 ４１施設

主な指導事項 ・説明同意日を記載するなどサ ・虐待防止責任者の選任など虐 ・大区分の勘定科目相互間の予
ービス計画を適切に作成する 待防止体制を整備すること。 算流用を行った際には、適切
こと。 ・重要事項説明書の内容整備、 な時期に補正予算を編成する

・サービス開始・終了時刻を記 掲示を行うこと（報酬改定未 こと。
載するなどサービス提供等の 反映など）。 ・年度中途入所者に対し入所時
記録を適切に行うこと。 ・報酬請求の誤りを補正するこ の健康診断を実施すること。

・居宅サービス計画に基づいた と。 ・職員給与から職員給食費を天
サービスを提供すること。 ・休止届の提出を休止の1ヶ月前 引きして給与を支給している

・管理者の出退勤の記録など勤 までに行うこと。 ので、労働基準法に基づく協
務の記録を適切に行うこと。 ・サービスの提供に変更があっ 定を締結すること。

・従業者の配置、職種を明確に た時は個別支援計画の変更を ・早朝・夕刻時間帯に、保育士
すること。 適切に行うこと。 の有資格者を２名以上配置す

・サービス管理責任者の常勤実 ること。
態なし（→監査に移行）

イ 平成２４年度実施に当たりに改善等に取り組んだ点
①保険者である市町担当者も指導監査に同行し、ケアプランや報酬請求等について保険者の立場

で確認を行うなど、市町との連携した指導監査を実施した。
②指導監査の実施状況を単年ではなく複数年に亘って継続して個々の施設に対する指摘状況及び

改善状況等が分かるよう指導監査データベースを構築し、運用を開始した。

ウ 成 果
○上記①に対する成果

「ケアプランの確認」によって、これまで以上に利用者の心身の状況に沿ったプランの作成
につながるとともに、また、報酬請求の確認によって請求誤り等について適切に指導するこ
とができた。

○上記②に対する成果
施設に対する指導と運営の改善状況が複数年に亘って把握できるようになり、より効果的な

指導の実施に繋がった。
○その他の成果

虐待や身体拘束の防止、熱中症対策に対する事業所の意識向上を図ることができた。

エ 課 題
・介護保険事業所の中でもとりわけ居宅サービスは参入が容易であるために、十分な知識や経験

を有しないまま新規参入する例が見られることから、これら事業所が適切に運営されるよう一
層の指導、助言を行う必要がある。
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事  業  名          概 要                           

母 子 寡 婦 福

祉 資 金 貸 付

金 の 滞 納 整

理 に つ い て  

 

 

決算（見込）額 

－ 千円 

 

 

○将来ビジョン  

Ⅴ支え合う  

(3-3-1)ＤＶ対

策、児童・母子

（父子）福祉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 目的及び事業の実施状況 

（ア）目的 

  母子家庭等の経済的自立を目的に母子及び寡婦福祉法に基づき母子寡婦福

祉資金の貸付けを行っているが、経済的困窮等を理由に償還が滞る者が依然と

してあるため、償還指導を徹底して滞納整理に当たる必要がある。 

（イ）事業の実施状況                       単位：円 

年 度  科 目  調 定 額  収 入 済 額  収 入 未 済 額  収 納 率

現 年 度  22 , 3 4 4 , 8 3 1 2 0 , 0 1 8 , 2 9 0 2 , 3 2 6 , 5 4 1  ９ ０ ％

過 年 度  7, 0 9 6 , 8 6 7 2 , 2 2 5 , 0 0 2 4 , 8 7 1 , 8 6 5  ３ １ ％
平 成

２ ４  
 計  2 9 , 4 4 1 , 6 9 8 2 2 , 2 4 3 , 2 9 2 7 , 1 9 8 , 4 0 6  ７ ６ ％

現 年 度  19 , 2 4 0 , 0 5 3 1 6 , 2 9 5 , 1 1 3 2 , 9 4 4 , 9 4 0  ８ ５ ％

過 年 度  7, 1 9 4 , 2 7 8 1 , 3 5 8 , 0 7 1 5 , 8 3 6 , 2 0 7  １ ９ ％
平 成

２ ３  
 計  2 6 , 4 3 4 , 3 3 1 1 7 , 6 5 3 , 1 8 4 8 , 7 8 1 , 1 4 7  ６ ７ ％

現 年 度  23 , 5 1 3 , 4 4 9 2 0 , 7 0 9 , 9 9 8 2 , 8 0 3 , 4 5 1  ８ ８ ％

過 年 度  7, 8 0 2 , 3 8 4 1 , 5 9 6 , 0 8 9 6 , 2 0 6 , 2 9 5  ２ ０ ％
平 成

２ ２  
 計  3 1 , 3 1 5 , 8 3 3 2 2 , 3 0 6 , 0 8 7 9 , 0 0 9 , 7 4 6  ７ １ ％

※各年度とも３月末現在の数字。 

 

イ 平成24年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 

 １ ） 未 収 金 に 対 す る 取 り 組 み の 強 化  

  ・ 滞 納 者 に 対 し て 早 期 に 償 還 指 導 を 行 う よ う に し た 。  

  ・償 還 会 議 を 毎 月 開 催 し 個 々 の 事 情 に 応 じ た 効 果 的 な 徴 収 方

法 を 検 討 す る こ と に し た 。ま た 、必 要 に 応 じ て 償 還 会 議 に

市 町 職 員 の 参 加 を 求 め 協 力 を 得 る こ と に し た 。  

 ２ ） 未 収 金 発 生 の 未 然 防 止 策  

  ・滞 納 傾 向 の あ る 者 に 対 し て は 、新 た に 連 帯 保 証 人 へ の 連 絡

を 徹 底 す る よ う に し た 。  

  ・ 償 還 開 始 時 期 が 迫 っ て い る 借 主 （ 母 ） 及 び 連 帯 借 主 （ 子 ）

に 対 し て 、事 前 に 面 接 や 連 絡 を 行 う 等 に よ り 償 還 の 意 識 付

け を 行 う こ と と し た 。  

  ・ ま た 、 貸 付 期 間 中 の 定 期 連 絡 （ 2回 ／ 年 ） の 都 度 、 借 主 に

償 還 計 画 を 提 示 す る こ と に よ り 、償 還 に 向 け た 意 識 付 け を

行 う こ と と し て い る 。  

 

ウ 成 果 

 ・滞 納 者 に 対 し て 早 期 に 償 還 指 導 を 行 う 等 改 善 に 取 り 組 ん だ 結

果 、 前 年 度 に 比 べ ９ ポ イ ン ト 収 納 率 が 向 上 し た 。  

（ 収 納 率 ） 23年 度 ： ６ ７ ％  ⇒  24年 度 ： ７ ６ ％  

・特 に 過 年 度 分 に つ い て は 、連 帯 保 証 人 に 連 絡 し た ２ 名 の 完 済

に つ な が り 、 収 納 率 が 大 幅 に 向 上 し た 。    

 

エ 課 題 

 ・近年の経済情勢の低迷も影響し、依然として多額の未収金が残っ

ている。  

 ・引き続き、効果的な償還指導方法を探りながら地道に滞納整理に

取り組んでいく必要がある。  
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事  業  名          概 要                           

自 殺 対 策 推

進 事 業  

 

決算額 

２，６９０千円 

（財源内訳） 

国庫支出金 

－ 千円 

一般財源 

－ 千円 

その他 

２，６９０千円 

（うち非 常 勤 職 員

人 件 費 ） 

２，１０７千 円  

 

○政策項目 

Ⅲ暮らしに安心 

９.自殺対策推

進 

ア 目的及び事業の実施状況 

（ア） 目的 

・平成２４年度の県内の自殺者数は130人(鳥取県警察統計)で、近年減少傾向（H22:178人、

H23:166人）にあるが、自殺死亡率(人口10万対)は22.2で全国の21.8を上回っている。 

・このため、自殺を防ぐための相談体制の整備や人材養成等により自殺対策の推進を図る。

（イ） 事業の実施状況 

・平成２１年度から自殺予防対策として１市４町及び関係機関と共同で取り組みを実施して

いる。 

項目 平成 24 年度の取組状況 

①普及啓発 

自殺予防週間（9月 10 日～16 日）及び自殺対策強化月間（3月）

に、関係機関と合同で眠れてますか？睡眠キャンペーン（パープル

タウン、東宝ストアなど）を実施した。 

・共同リーフレットの作成、配布 

・プレイベント、街頭キャンペーンの実施 

・パネル展示、各市町広報誌等による啓発 

②連  携 

・市町担当者連絡会の開催（4回/年） 

・窓口担当者連絡会の開催（2回/年） 

 ＊参加機関：県中部医師会、県薬剤師会中部支部、法テラス鳥取

法律事務所、県司法書士会、倉吉公共職業安定所、県消費生

活センター、倉吉・八橋警察署、県介護支援専門員連絡協議

会中部支部など 

・心の健康と暮らしの法律相談の実施（7回/年） 

＊相談件数：法律相談 6件、心の相談 4件 

③人材育成 

・高齢者を支援する関係者を対象とした従事者研修会の開催(12 月)

・ゲートキーパー研修会の実施（局 3回、市町 24 回開催。702 名

養成） 

 ＊ゲートキーパーとは、地域や医療･保健･福祉、労働、教育等、様々な

分野における相談支援活動において、自殺のサインに気づき、見守り、

必要に応じて関係する専門相談機関へつなぐなどの役割が期待され

る人材のこと 

 

イ 平成２４年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 

・保健・医療分野だけでなく雇用、多重債務、介護問題等のさまざまな分野が連携した相談

支援体制の構築を目的として、平成２４年度から窓口担当者連絡会を開催し、課題の共有

や意見交換等を行っている。 

 

ウ 成 果 

・鳥取県の自殺者数が近年減少傾向にある。 

・相談体制の整備や多様な媒体を活用した普及啓発など自殺対策を総合的に推進することに

より、市町や関係団体の自殺予防に対する意識が高まった。 

 

エ 課 題 

うつ病と気づいても相談先や受診先を知らない方が多く、次のケアにつながらないことが

あるため、対象者を限定した普及啓発を行っていく必要がある。 

・他圏域と比べて自殺者数が多い50～70代を対象とした取り組みの充実を図る。 

 ・企業に向けたチラシ配布等による普及啓発やゲートキーパー研修の推進を図る。 

・市町が行う高齢者等ハイリスク者への早期介入事業の推進を図る。 
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事 業 名 概 要

胃がん死亡ゼロのま ア 目的及び事業の実施状況
ち中部プロジクト事 （ア）目 的
業 中部地区の胃がん死亡率は、他圏域に比べて高く特に男性が高い。また、胃がん検診受診率は

低く、中でも胃がん発見率の高い胃内視鏡検診の受診率は東・西部の1/3以下である。このこと
決算（見込）額 から、管内１市４町、地域がん診療連携拠点病院（厚生病院）、中部医師会と連携し胃がん検診

１，４４２千円 受診率の向上を図り、中部地区における胃がん死亡率を減少させるための取組を実施する。
（財源内訳） (平成２３年度から３年間のモデル事業)
国庫支出金

７２１千円 （イ）事業の実施状況（平成２４年度）
一般財源 【目標】胃がん検診受診率アップ、特に職域の受診者増を目指す。

７２１千円 【具体的目標】①胃がん検診受診率 → 対前年度の３割アップ
目標 H23 21.8%（H20基準）→ 実績 19.4％

○将来ビジョン H24 25.2% → 実績 21.4%
Ｖ支えあう ②毎年受診による早期発見。特に前年度未受者の受診を促進
（４）－９ ③要精検未受診者の受診勧奨 → 精検受診率100%を目指す

項 目 事 業 の 概 要 実施状況
医師の技術向上のた 胃がん内視鏡検査テクニック研修及び症例検討会 ・開催回数：２回
めの研修と精度管理 ［対象者］胃がん検診精密登録医療機関の医師 ・出席者： ５０人（延）

［内容］症例検討
中部医師会と連携し ○かかりつけ医からの受診勧奨依頼 ・中部医師会会員へ配布
た胃内視鏡が身近で ［内容］胃がん検診の受診状況等の成果と今後の受
受けられる体制づく 診勧奨の協力依頼について通知
り ○かかりつけ医等からの受診勧奨用ポスター・チラ ・配布先（医療機関、商工会議所、商工

シ作成、配布 会、市町等）
・配布枚数 チラシ 17,000枚

ポスター 400枚
胃がん検診受診、胃 ○中部弁でのラジオスポットによる啓発 ・放送時期：５月、９月の各１か月間
内視鏡検診の有効性 １日３回 平日２０日間程度／月
について県民への啓 ○啓発ＤＶＤの作成 ・インタビュー編（３分）
発 医師講演編（１０分）を作成

・企業等での健康教育で活用
○中部地区胃がん死亡ゼロのまち強化月間の実施 ・実施時期：５月、９月の各１か月間

・各市町毎の一斉啓発
・１市４町を巡回する推進キャラバン
（５月実施、啓発物配布数:1000部）

○健康づくり推進員（市町が養成する健康づくり推 ・医師又は保健師による講演、ＤＶＤを
進ボランティア）等へ胃がん検診推進研修会の実施 用いた健康教育 １２８回
○出前講座 ・作成したＤＶＤを活用し、企業で出前

講座を実施。（６企業）
胃がん検診推進方策 中部地区胃がん検診推進連絡会の開催 開催回数：２回(６月、２月)
の検討 ［メンバー］中部医師会、地域がん診療連携拠点病

院、企業代表、検診実施機関、商工会
議所・商工会、住民代表等

イ 平成２４年度実施に当たりに改善等に取り組んだ点
・職域（特に職場でがん検診を行っていない事業所）をターゲットとし、取り組んだ。
・中部弁の啓発（チラシ、ラジオスポット）を行い、身近な問題として胃がん検診を印象づけ
た。

ウ 成 果
・受診率の向上が図れた。

H24年度受診率：21.4%
→H23年度の１割アップ（胃内視鏡受診率：H23年度の２割アップ）

・職域に焦点を当て、産業医や産業保健センターからの受診勧奨の依頼を行うとともに、企業へ
の受診勧奨依頼通知や、企業訪問を行うことにより、企業への検診の意識付けができた。

・市町との担当課長会を行うことにより各市町が独自に取組をすすめる等、積極的に取り組むこ
とができた。

・がん検診推進パートナー企業との協働で従業員への健康教育を進めた。

エ 課 題
・引き続き、職域での胃がん検診の普及啓発を図り受診率向上を推進する必要がある。
・胃がん検診の意識付けと受診行動の促進につなげるための、働きかけの工夫が必要である。



７　収入証紙取扱額調べ

目 節 細節 種　　　別

老人保健施設開設
許可等手数料

1 33,000 33,000 (13の2)

民生
手数料

1 33,000

1 33,000

准看護師の免許 24 5,600 134,400 (19)

准看護師免許証の書換え交付 4 3,400 13,600 (23)

准看護師免許証の再交付 3 4,100 12,300 (24)

診療所の開設の許可 1 18,000 18,000 (25)イ

病院の検査 2 43,000 86,000 (26)ア

34 264,300

毒物又は劇物の販売業の登録 3 14,700 44,100 (28)イ

毒物又は劇物の販売業の登録の更新 10 6,400 64,000 (30)イ

毒物劇物取扱者試験の実施 9 10,500 94,500 (31)

覚せい剤原料取扱者の指定 4 11,500 46,000 (40)ア

麻薬卸売業者の免許 1 14,600 14,600 (41)ア

麻薬小売業者等の免許 132 3,900 514,800 (41)イ

麻薬免許証再交付 1 2,700 2,700 (42)

薬局の開設の許可 3 29,000 87,000 (50)

薬局の開設の許可の更新 9 11,000 99,000 (51)

医薬品の販売の許可 12 29,000 348,000 (52)

医薬品の販売の許可の更新 4 11,000 44,000 (53)

配置販売従事者の身分証明書の交付 10 7,100 71,000 (55)ア

配置販売従事者の身分証明書の書換え
交付

1 2,000 2,000 (55)イ

販売従事者登録証再交付 1 2,900 2,900 (66の4)

一般用医薬品の販売又は授与に従事し
ようとする者がそれに必要な資質を有
することを確認するための試験の実施

25 14,000 350,000 (55の2)

医薬品の販売又は授与に従事する者の
登録

13 7,100 92,300 (55の３)

薬局医薬品製造許可 1 11,000 11,000 (56) 1(4)

薬局医薬品製造承認 385 90 34,650 (58)ア（ウ）

薬局医薬品製造販売業申請 1 7,400 7,400 (55の8) 1(3)

医薬品販売業等の許可証の書換え
交付

1 2,000 2,000 (65)

626 1,931,950

受胎調節実地指導員の指定証の交付 1 4,000 4,000 (70)

1 4,000

661 2,200,250

栄養士の免許 16 5,600 89,600 (67)

栄養士免許証の書換え交付 9 3,200 28,800 (68)

栄養士免許証の再交付 3 3,600 10,800 (69)

28 129,200

689 2,329,450

689 2,329,450

690 2,362,450

（注）備考欄は、「鳥取県手数料徴収条例」第２条の号数である。

合　　計

計　（細節）

医療政策課分　小計

衛生事業許可等
手数料

（医療指導課分）

医療指導課分　小計

計　（節）

目　　　計

衛生
手数料衛生

手数料

栄養士免許等
手数料

（平成２５年３月３１日現在）

収　入　科　目
件数 単価（円） 備　　考証紙はりつけ額(円）

社会福祉
手数料

計（節）

子育て支援総室分　小計

計　（細節）

衛生事業許可等
手数料

（医療政策課分）

衛生事業許可等
手数料

（子育て応援課分）

- 9 -



８　収入事務処理状況調べ

　（１）　分担金及び負担金  

（単位：円）

目 節 細節

母子衛生費負担金
52

774,600 774,600 0 0
母子保健法

52 774,600 774,600 0 0

52 774,600 774,600 0 0

52 774,600 774,600 0 0

（２）　使用料

（３）　手数料

目 節 細節

手数料 衛生手数料 衛生試験検査手数料 54 23,050 23,050 0 0 鳥取県保健所条例

54 23,050 23,050 0 0

（４）　財産収入

－
1
0
－

（平成２５年　３月３１日現在）

収　　　入　　　科　　　目
件数 調定金額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 根拠法令名等 備　　考

衛生費負担金
公衆衛生費負担金

計（節）

目　　計

合　　計

　　　該当なし

（平成２５年３月３１日現在）

（単位：円）

収　　　入　　　科　　　目
件数 調定金額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 根拠法令名等 備　　考

合　　　　　計

　　　該当なし



（５）　諸収入

　（一般会計）  

（単位：円）

目 節 細節

コピー代 8 130 130 0 0
中部総合事務所納税証明書
等のコピーに係る処理要領

公文書開示に伴う費用 1 940 940 0 0 鳥取県情報公開条例

中部福祉保健局の誤事
案に係る誤払金の返還
金

5 236,100 236,100 0 0
鳥取県会計規則第１０条、第
１２条

平成２３年度介護職員
処遇改善交付金にかか
る返納金

5 126,709 126,709 0 0
介護職員処遇改善交付金事
業実施要領

長寿社会課分

平成２４年度介護職員
処遇改善交付金にかか
る返納金

14 413,152 413,152 0 0
介護職員処遇改善交付金事
業実施要領

長寿社会課分

平成２３年度福祉・介護
職員処遇改善交付金に
かかる返納金

2 193,158 193,158 0 0
福祉・介護人材処遇改善事
業事務処理要領

障がい福祉課分

平成２４年度福祉・介護
職員処遇改善交付金に
かかる返納金

5 129,046 129,046 0 0
福祉・介護人材処遇改善事
業事務処理要領

障がい福祉課分

高等技能訓練促進費過
支給返納

11 211,500 70,000 0 141,500 母子及び寡婦福祉法

生活保護徴収金及び返
還金（返還金）

455 8,916,530 6,447,133 0 2,469,397 生活保護法６３条

生活保護徴収金及び返
還金（徴収金）

411 4,007,314 816,908 0 3,190,406 生活保護法７８条

生活保護医療扶助審査
報酬町負担

3 271,400 0 0 271,400
湯梨浜町、北栄町、琴浦町と
の協定書

920 14,505,979 8,433,276 0 6,072,703

920 14,505,979 8,433,276 0 6,072,703

－
1
1
－

（平成２５年　３月３１日現在）

収　　　入　　　科　　　目
件数 調定金額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 根拠法令名等 備　　考

雑　　入 雑　　入

目　　計

合　　計



　（母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）  （平成２５年　３月３１日現在）

（単位：円）

目 節 細節

母子福祉資金貸付金元
利収入

3,048 27,857,768 21,005,747 0 6,852,021 母子及び寡婦福祉法

寡婦福祉資金貸付金元
利収入

189 1,583,930 1,237,545 0 346,385 〃

3,237 29,441,698 22,243,292 0 7,198,406

目　　計 3,237 29,441,698 22,243,292 0 7,198,406
母子福祉資金貸付金雑
入

72 235,352 66,760 0 168,592 母子及び寡婦福祉法

寡婦福祉資金貸付金雑
入

4 2,810 570 0 2,240
〃

76 238,162 67,330 0 170,832

76 238,162 67,330 0 170,832

3,313 29,679,860 22,310,622 0 7,369,238

（６）　現金の取扱状況

　　　ア　現金取扱状況 （平成２５年　３月３１日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円

12,500

23,050 文書手数料、検査手数料

130

30,302

2,585,927

65,410

2,717,319 (197件)

　　　イ　つり銭の状況

　　　　　該当なし

－
1
2
－

収　　　入　　　科　　　目
件数 調定金額 備　　考

母子寡婦
福祉資金
貸付金元
利収入

母子寡婦福祉
資金貸付金元
利収入

計（節）　　

収入済額 不納欠損額 収入未済額 根拠法令名等

雑　　入
雑　　入

計（節）　　

目　　計

合　　計

収入科目（節） 収　入　済　額 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

母子衛生費負担金 養育医療負担金

衛生手数料

雑入（一般会計） コピー代

雑入（母子寡婦特会） 母子福祉資金貸付金雑入

合　　　　　計

雑入（一般会計） 生活保護費返還金

母子寡婦福祉資金貸付金元
利収入(母子寡婦福祉資金貸
付金元利収入)

母子寡婦福祉資金貸付金元利収入



９　収入未済額調べ

　（一般会計）

目 節 細節
21年度
以前 22年度 23年度

雑入 雑入
高等技能訓練促
進費過支給返納

211,500 70,000 0 141,500 0 10,000 131,500 0 0 0 141,500 生活困窮のため

保護費返還金徴
収金及び返還金
（返還金）

2,049,185 193,852 0 1,855,333 1,030,583 335,234 489,516 6,867,345 6,253,281 614,064 2,469,397 生活困窮のため

保護費返還金徴
収金及び返還金
（徴収金）

3,050,996 321,675 0 2,729,321 2,217,501 177,200 334,620 956,318 495,233 461,085 3,190,406 生活困窮のため

生活保護医療扶
助審査報酬町負
担

0 0 0 0 0 0 0 271,400 0 271,400 271,400
収入年月日
平成25年4月17日
平成25年4月18日

目　　計 5,311,681 585,527 0 4,726,154 3,248,084 522,434 955,636 8,095,063 6,748,514 1,346,549 6,072,703

合　　計 5,311,681 585,527 0 4,726,154 3,248,084 522,434 955,636 8,095,063 6,748,514 1,346,549 6,072,703

収入済額
収    入
未 済 額
  　   (Ｂ)

不　 納
欠損額

差引収
入未済
額(A)

収入未済額の調定年度内訳
調定額

－
　

1
3

－

（平成２５年３月３１日現在）

（単位：円）

　　　　　                    　　　　　区　分
　収入科目

過　　　　　　年　　　　　　度　　　　　　分 現　　年　　度　　分 収入未済
額      計

(Ａ＋Ｂ)

未収理由前年度以
前からの
繰越額

左のうち
収入済

額



　（母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）

目 節 細節
２１年度

以前 22年度 23年度

母子福祉資金貸
付金元利収入

6,861,857 2,107,568 0 4,754,289 3,422,244 613,743 718,302 20,995,911 18,898,179 2,097,732 6,852,021 生活困窮のため

寡婦福祉資金貸
付金元利収入

235,010 117,434 0 117,576 0 12,776 104,800 1,348,920 1,120,111 228,809 346,385 　　　　〃

7,096,867 2,225,002 0 4,871,865 3,422,244 626,519 823,102 22,344,831 20,018,290 2,326,541 7,198,406

7,096,867 2,225,002 0 4,871,865 3,422,244 626,519 823,102 22,344,831 20,018,290 2,326,541 7,198,406

母子福祉資金貸
付金雑入

228,932 60,340 0 168,592 168,012 0 580 6,420 6,420 0 168,592 生活困窮のため

寡婦福祉資金貸
付金雑入

0 0 0 0 0 0 0 2,810 570 2,240 2,240
収入年月日
平成25年4月9日

228,932 60,340 0 168,592 168,012 0 580 9,230 6,990 2,240 170,832

7,325,799 2,285,342 0 5,040,457 3,590,256 626,519 823,682 22,354,061 20,025,280 2,328,781 7,369,238

雑入 雑入

目　　計

合　　計

母子寡婦
福祉資金
貸付金元
利収入

母子寡婦
福祉資金
貸付金元
利収入

計（節）

目　　計

収入未済額の調定年度内訳
調定額 収入済額

収    入
未 済 額
  　   (Ｂ)

前年度以
前からの
繰越額

左のうち
収入済

額

不　 納
欠損額

差引収
入未済
額(A)

－
　

1
4

－

（平成２５年３月３１日現在）

（単位：円）

　　　　　                    　　　　　区　分
　収入科目

過　　　　　　年　　　　　　度　　　　　　分 現　　年　　度　　分 収入未済
額      計

(Ａ＋Ｂ)

未収理由



１０　未収金回収促進のための取り組み状況調べ

（一般会計）

目 節 細節

雑入 雑入 高等技能訓
練促進費過
支給返納

無

(1)  H22年5月分割納付の承
認するも生活困窮により、
H22.11月に分割納付の再承
認。
(2)本人が就労しているが、
本人の母及び祖母は病気療
養中であり、生活が苦しい状
態。

・約束どおりの返還が履行さ
れてない。
・生活状況を把握し、納付を
促していく

雑入 雑入 生活保護徴
収金及び返
還金

無

(1)督促及び電話・訪問によ
る催告の実施
(2)履行が滞っている債務者
については、課長補佐の同
行により強く履行を求めた。

過年度分の返還の一部が履
行された。

（母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）

目 節 細節

母子寡婦福
祉資金貸付
金元利収入

母子寡婦福
祉資金貸付
金元利収入

母子福祉資
金貸付金元
利収入

寡婦福祉資
金貸付金元
利収入

雑入 雑入 母子福祉資
金貸付金雑
入

寡婦福祉資
金貸付金雑
入

１１　不納欠損額調べ

　該当なし

有

(1)滞納初期段階における迅
速な生活状況の把握及び償
還指導の実施
(2)滞納者を納付状況別に分
類し、滞納者個々に応じた徴
収方法の検討
(3)滞納者への分割納付指導
(4)貸付決定時及び 終学年
在学時、さらに据置期間中に
おける借主及び連帯借主に
対する償還指導
(5)貸付期間中、在学証明書
提出依頼の文書に償還計画
を添付。
(6)連帯保証人がいる場合、
納付が滞り気味の者、完納
のめどが立たないものにつ
いて連帯保証人へ連絡を徹
底。
(7)月賦償還、口座振替の推
進
(8)平成23年度からは、弁護
士等へ債権回収業務委託を
実施。

・滞納初期段階において、借
主の生活状況等を早期に把
握し、償還指導等を行うこと
により、多額の滞納金の発
生を防ぐことができた。

・借主及び連帯借主と貸付
時及び 終学年在学時に面
接することにより償還に対す
る意識づけをすることがで
き、滞納金の発生を未然に
防ぐことにつながった。

収　　　入　　　科　　　目 債権管理事務取
扱要領の作成の

有無
取り組み状況 取り組み効果

収　　　入　　　科　　　目 債権管理事務取
扱要領の作成の

有無
取り組み状況 取り組み効果
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- 16 -

１２ 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

（１）負担金

（平成２５年３月３１日現在）

（単位：円）

予 算 科 目 予算額 負担金の 支出先 負担率 支出年月日 支出 支出の根拠法令名等 備 考

（目） 令達額 名称 金額 (規約､要領等を含む)

身体障害者福祉費

(支出額が１０万円 7,000 H24.9.28 7,000

未満のもの）

目 計 7,000 7,000

知的障害者福祉費

(支出額が１０万円 8,000 H24.8.31 8,000

未満のもの）

目 計 8,000 8,000

合 計 15,000 15,000



  （２）補助金

    　予算科目   （老人福祉費）　      

  　　①　国　補　分 該当なし

  　　②　単　県　分

250,000 H25.3.25 概算払 H24.7.3 200,000
報償費、旅費等 精算払 H25.3.29 50,000
(補助率：10/10) H24.6.12

250,000
H24.6.20 H25.3.21 H25.3.22 計 250,000

2,795,000 概算払 H24.7.5 2,520,000
報償費、旅費等 H25.3.3 精算払 H25.5.15 275,000
(補助率：10/10) (H24.6.18)

2,795,000 (H25.3.8)
(H24.6.22) 計 2,795,000

998,000 精算払
消耗品費等
(補助率：10/10) H24.8.10

998,000
H24.8.24

357,000 H24.12.20 精算払 H25.1.4 357,000
備品購入費
(補助率：10/10) H24.9.20

357,000
H24.10.3 H24.12.16 H24.12.18 計 357,000

400,000 H24.12.5 概算払 H24.10.26 320,000
備品購入費 精算払 H24.12.12 80,000
(補助率：10/10) H24.9.19

400,000
H24.10.3 H24.11.30 H24.12.3 計 400,000

H25.3.14
19,000 (H25.1.4) 概算払 H24.10.26 16,000

備品購入費 精算払 H25.1.11 3,116
(補助率：10/10) H24.9.24 返還 H25.3.21 △ 116

19,000
H24.10.3 H24.12.25 H24.12.26 計 19,000

300,000 H24.12.17 概算払 H24.11.13 240,000
備品購入費 H24.10.25 精算払 H24.12.25 60,000
(補助率：10/10) (H24.9.14)

300,000 H24.11.2
(H24.10.3) H24.12.11 H24.12.13 計 300,000

400,000 H25.1.8 概算払 H24.10.17 320,000
備品購入費 精算払 H25.1.16 80,000
(補助率：10/10) H24.9.14

400,000
H24.10.3 H24.12.28 H25.1.4 計 400,000

備品購入費 H24.10.12
(補助率：10/10) (H24.9.14)

0 H24.11.2
(H24.10.3)

H25.3.5 概算払 H24.10.26 320,000
備品購入費 H25.3.1 返還 H25.3.15 △ 320,000
(補助率：10/10) (H24.9.13)

0 H25.3.5
(H24.10.3) H25.3.1 計 0

（平成２５年３月３１日現在）
（単位：円）

廃止
（規則
12条）

額確定
変更
（千円
未満切
捨ての
ため）

鳥取県地域「支え愛」
体制づくり事業費補
助金
（平成23年度）

見守り活動チーム等
の育成、地域資源を
活用したネットワーク
の整備、高齢者や障
がい者等の援護を要
する方に対する生活
支援事業等の立ち上
げなどを支援すること
により、日常的な「支
え愛」活動の体制づく
りの推進を図る市町
村、住民組織、ＮＰＯ、
社会福祉法人、福祉
サービス事業者等に
対する補助金

北栄町六尾
北団地自治
会

北栄町西新
田場自治会

北栄町別所
自治会

北栄町東高
尾自治会

琴浦町

北栄町小河
原団地自治
会

取下
（規則9
条：交
付決定
から２０
日以内

北栄町国坂
浜自治会

北栄町曲自
治会

変更：
有

傾聴ボラン
ティアあいり
す

倉吉市社会
福祉協議会

 交付決定
年 月 日

実績報告
年月日

備　 考概算払
精算払
の別

金　　　　　額
審査・実地
調査年月日

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日 額の確定

年 月 日
　支 出 の 状 況

支出年月
日 事　業　の　内　容

補 助 率 及 び
補　助　金　額

検  　 査
年 月 日

交付申請
年 月 日

完了年月日

－ 17 －



400,000 H25.3.19 概算払 H24.11.13 320,000
備品購入費 精算払 H25.3.27 80,000

(補助率：10/10) H24.9.13

400,000

H24.10.3 H25.3.14 H25.3.15 計 400,000

260,000 H25.3.19 概算払 H24.10.17 260,000
備品購入費 精算払 H25.3.27 65,000
(補助率：10/10) H24.9.12

260,000
H24.10.3 H25.3.12 H25.3.12 計 325,000

H25.3.14
331,000 (H24.12.21) 精算払 H25.1.4 331,865

備品購入費 返還 H25.3.22 △ 865
(補助率：10/10) H24.9.12

331,000
H24.10.3 H24.12.17 H24.12.17 計 331,000

H25.3.14
330,000 (H24.12.10) 概算払 H24.10.26 285,600

備品購入費 精算払 H24.12.18 45,375
(補助率：10/10) H24.9.10 返還 H25.3.18 △ 975

330,000
H24.10.3 H24.12.4 H24.12.5 計 330,000

357,000 H25.1.29 概算払 H24.10.26 320,000
備品購入費 精算払 H25.2.6 37,000
(補助率：10/10) H24.9.25

357,000
H24.10.3 H25.1.25 H25.1.28 計 357,000

1,000,000 H25.2.1 概算払 H24.11.6 800,000
工事請負費、備品購入費 精算払 H25.2.7 200,000
(補助率：10/10) H24.10.16

1,000,000
H24.10.19 H25.1.30 H25.1.30 計 1,000,000

単　県  分  計 7,264,000

審査・実地
調査年月日

着手年月日 額の確定
年 月 日

　支 出 の 状 況

備　 考完了年月日
検  　 査
年 月 日 概算払

精算払
の別

支出年月
日

金　　　　　額
実績報告
年月日

表の補足説明
１　「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の（　）書きは、変更のあるものの当初の年月日である。
２　翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記載する場合の（　）書きは補助金相当額である。

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 事　業　の　内　容
補 助 率 及 び
補　助　金　額

 実施計画承認
又は内示年月

日

ＮＰＯまちづく
りネット

北栄町北条
島自治会

交付申請
年 月 日

 交付決定
年 月 日

北栄町上種
自治会

額確定
変更
（千円
未満切
捨ての
ため）

北栄町松神
自治会

額確定
変更
（千円
未満切
捨ての
ため）

鳥取県地域「支え愛」
体制づくり事業費補
助金

北栄町東新
田場自治会

北栄町西高
尾自治会
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    　予算科目   （障がい者自立支援事業費）　      

  　　①　国　補　分 該当なし

  　　①　単　県　分

－
720,000

H24.7.23 － 精算払

(補助率：単価制)

720,000 H24.7.25

単　県  分  計
0

完了年月日
検  　 査
年 月 日 概算払

精算払
の別

支出年月
日

金　　　　　額
審査・実地
調査年月日

特定非営利
活動法人東
伯けんこう

備　 考交付申請
年 月 日

鳥取県有償ボランティ
ア雇用支援事業補助

金
（Ｈ２２年度）

間
 

接

補助対象経費

 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日 額の確定

年 月 日
　支 出 の 状 況

（平成２５年３月３１日現在）
（単位：円）

補助金等の名称

 交　付　先

 事　業　の　内　容
補 助 率 及 び
補　助　金　額  交付決定

年 月 日

実績報告
年月日

表の補足説明
１　「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の（　）書きは、変更のあるものの当初の年月日である。
２　翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記載する場合の（　）書きは補助金相当額である。

農作業等の施設外就
労を行うために、有償
ボランティアを雇用し
た障がい福祉サービ
ス事業所に対し賃金
を助成する。
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    　予算科目   （児童福祉総務費）　      

  　　①　国　補　分 該当なし

  　　②　単　県　分

99,669,917 概算払 H24.9.4 22,148,000

(補助率： 1/3 ) H24.6.25

33,223,000 H24.8.21 計 22,148,000

16,506,819 概算払 H24.9.4 3,668,000

(補助率： 1/3 ) H24.6.28

5,502,000 H24.8.21 計 3,668,000

36,598,940 概算払 H24.9.4 7,406,000
(H24.6.28)

(補助率： 1/3 ) H25.1.29
(H24.8.21)

12,199,000 H25.3.22 計 7,406,000

48,668,230 概算払 H24.9.4 9,428,000
(H24.6.20)

(補助率： 1/3 ) H25.2.4
(H24.8.21)

16,222,000 H25.3.22 計 9,428,000

38,530,050 概算払 H24.9.4 8,202,000
(H24.6.27)

(補助率： 1/3 ) H25.2.1
(H24.8.21)

12,843,000 H25.3.22 計 8,202,000

26,076,600 概算払 H24.11.27 8,683,000

(補助率： 1/2 ) H24.9.20
（平成14年度）

13,025,000 H24.11.15 計 8,683,000

1,811,700 概算払 H24.11.27 598,000
(H24.9.7)

(補助率： 1/2 ) H25.2.5
(H24.11.15)

905,000 H25.3.25 計 598,000

8,241,750 概算払 H24.11.27 2,552,000
(H24.9.14)

(補助率： 1/2 ) H25.1.25
(H24.11.15)

4,117,000 H25.3.25 計 2,552,000

8,271,450 概算払 H24.11.27 2,679,000
(H24.9.24)

(補助率： 1/2 ) H25.2.4
(H24.11.15)

4,130,000 H25.3.25 計 2,679,000

7,632,900 概算払 H24.11.27 2,542,000

(補助率： 1/2 ) H24.9.28

3,814,000 H24.11.15 計 2,542,000

－ －

－ －

実績報告
年月日

－

－ －

－

　支 出 の 状 況

備　 考概算払
精算払
の別

支出年月
日

金　　　　　額
 交付決定
年 月 日

完了年月日

－ －

－

北栄町
一
部

－

交付申請
年 月 日

検  　 査
年 月 日

審査・実地
調査年月日

倉吉市

－

琴浦町

（単位：円）
 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日 額の確定

年 月 日

（平成２５年　３月３１日現在）

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 事　業　の　内　容
補 助 率 及 び
補　助　金　額

鳥取県多子世帯保育
料軽減子育て支援事
業費補助金

－ －

（平成6年度創設、
平成21年度名称改
正）

三朝町

－

第３子以降等の保育
料軽減を行う市町村
に対する補助金

湯梨浜町

－ －

北栄町

－ －

－ －

鳥取県低年齢児受入
保育所保育士特別配
置事業費補助金 倉吉市

一
部

－

－ －

１歳児に対し、担当す
る保育士の加配を行
う市町村に対する補
助金

三朝町
一
部

－ －

－ －

湯梨浜町
一
部

－ －

－ －

琴浦町
一
部

－ －

－ －

－

－ －
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H24.7.26
H24.10.29

39,171,330 H25.3.15 概算払 H24.9.7 6,571,000
(H24.8.9)
(H24.11.7) 概算払 H24.12.4 2,178,000

(補助率：1/3, 1/2) H24.3.18
（平成12年度） (H24.8.28)

(H24.11.22)
13,929,000 H25.3.28 計 8,749,000

2,673,000 H24.7.26 概算払 H24.9.7 594,000

(補助率：1/3, 1/2) H24.8.6

891,000 H24.8.28 計 594,000
H24.7.26

11,208,000 H25.3.15 概算払 H24.9.7 2,637,000
(H24.8.9)

(補助率：1/3, 1/2) H25.3.15
(H24.8.28)

3,736,000 H25.3.28 計 2,637,000
H24.7.26
H24.10.29

27,979,000 H25.3.15 概算払 H24.9.7 5,052,000
(H24.8.6)
(H24.11.5) 概算払 H24.12.4 1,371,000

(補助率：1/3, 1/2) H25.3.19
(H24.8.28)
(H24.11.22)

9,575,000 H25.3.28 計 6,423,000

24,488,529 H24.7.26 概算払 H24.9.7 5,483,000

(補助率：1/3, 1/2) H24.8.9

8,225,000 H24.8.28 計 5,483,000

250,000

(補助率：単価制) H24.6.14

250,000 H24.7.19 計 0

250,000

(補助率：単価制) H24.6.27

250,000 H24.7.19 計 0

702,000

(補助率： 1/2 ) H24.6.21
（昭和48年度）

351,000 H24.7.25 計 0

120,000

(補助率： 1/2 ) H24.6.27

60,000 H24.7.26 計 0

－ －

額の確定
年 月 日

　支 出 の 状 況

備　 考
支出年月

日

検  　 査
年 月 日 概算払

精算払
の別

一
部

－
障がい児保育、重度
障がい児保育、乳児
保育（私立のみ）を実
施する市町村に対す
る補助金

補 助 率 及 び
補　助　金　額  交付決定

年 月 日
実績報告
年月日

交付申請
年 月 日

完了年月日

保育サービス多様化
促進事業費補助金

倉吉市
一
部

－

金　　　　　額
審査・実地
調査年月日

 事　業　の　内　容

－ －

湯梨浜町
一
部

－

－ －

三朝町

琴浦町
一
部

－

－ －

北栄町
一
部

－

－ －

鳥取県届出保育施設
等運営事業費補助金

倉吉市
全
部

－

（平成14年度、平成21
年度名称改正）

－

－ －

届出保育施設等に助
成する市町村に対す
る補助金 北栄町

全
部

－ －

－ －

鳥取県災害遺児手当
支給事業費補助金

倉吉市

－ －

－ －

災害遺児について手
当を支給する市町村
に対する補助金 北栄町

－ －

－ －

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日
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540,000 H25.2.15 概算払 H24.9.28 270,000
(H24.5.30) 概算払 H24.11.6 180,000

(補助率：単価制) H24.9.24 精算払 H25.2.26 90,000
（平成17度） (H24.6.25)

540,000 H24.10.19 H25.1.25 H25.2.14 計 540,000

450,000 H25.1.9 概算払 H24.9.4 360,000

(補助率：単価制) H24.8.2 精算払 H25.1.17 90,000

450,000 H24.8.22 H24.12.19 H25.1.9 計 450,000

360,000 H25.2.15 概算払 H24.10.16 360,000

(補助率：単価制) H24.8.23

360,000 H24.8.31 H25.1.24 H25.2.14 計 360,000

360,000 H24.8.21 概算払 H24.6.22 270,000

(補助率：単価制) H24.5.25 精算払 H24.8.31 90,000

360,000 H24.6.8 H24.7.27 H24.8.21 計 360,000

540,000 概算払 H24.8.7 360,000
(H24.5.15)

(補助率：単価制) H24.11.19 概算払 H25.3.15 90,000
(H24.6.6)

540,000 H24.11.26 計 450,000

450,000 H24.10.3 概算払 H24.6.22 360,000

(補助率：単価制) H24.5.24 精算払 H24.10.19 90,000

450,000 H24.6.7 H24.9.25 H24.10.3 計 450,000

270,000 概算払 H25.2.26 270,000

(補助率：単価制) H25.2.4

270,000 H24.2.15 計 270,000

180,000 概算払 H25.2.26 180,000

(補助率：単価制) H25.2.6

180,000 H25.2.15 計 180,000

単　県  分  計
94,852,000

鳥取県産休等代替職
員費補助金

倉吉市

－ －

－ －

児童福祉施設等の職
員が、出産または傷
病のため長期休暇を
必要とする場合、代替
職員を臨時的に任用
する経費に対する補
助金

湯梨浜町

－

琴浦町

－

－

－ －

－

－ －

北栄町

－ －

－ －

（社福）
倉吉愛児園

－ －

－

－ －

－

－

（社福）
湯梨浜町社

会
福祉協議会

－

（社福）
倉吉東福祉

会

－ －

－

－

－ －
（社福）

ひまわり福祉
会

－ －

表の補足説明
１　「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の（　）書きは、変更のあるものの当初の年月日である。
２　翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記載する場合の（　）書きは補助金相当額である。

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 事　業　の　内　容
補 助 率 及 び
補　助　金　額

 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日 額の確定

年 月 日
　支 出 の 状 況

備　 考交付申請
年 月 日

完了年月日
検  　 査
年 月 日 概算払

精算払
の別

支出年月
日

金　　　　　額
 交付決定
年 月 日

実績報告
年月日

審査・実地
調査年月日

－ 22 －



    　予算科目   （観光費）　      

  　　①　国　補　分 該当なし

  　　②　単　県　分

－ － H24.9.26

450,000
H24.4.26 H24.8.31 H24.9.13 精算払 H24.10.22 150,000

(補助率：1/3)

150,000 H24.5.10 H24.9.10 H24.9.13
計 150,000

単　県  分  計
150,000

  （３）交付金 該当なし

（平成２５年３月３１日現在）
（単位：円）

補助金等の名称
（補助金の創設年度）

 交　付　先
間
 

接

補助対象経費

 実施計画承認
又は内示年月

日
着手年月日 額の確定

年 月 日

完了年月日
検  　 査
年 月 日 概算払

精算払
の別

支出年月
日

金　　　　　額補 助 率 及 び
補　助　金　額  交付決定

年 月 日
実績報告
年月日

審査・実地
調査年月日

 事　業　の　内　容

平成２４年度みんなで
ノルディックｉｎ中部事
業に係るノルディック
ウォーク公認指導員
養成補助金
（平成24年度）

湯梨浜町

全
部

湯梨浜町実施のノル
ディックウォーク公認
指導員養成事業への
補助事業

表の補足説明
１　「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の（　）書きは、変更のあるものの当初の年月日である。
２　翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記載する場合の（　）書きは補助金相当額である。

　支 出 の 状 況

備　 考交付申請
年 月 日

－ 23 －



(４）委託料

予定価格
（契約年月日）

契約額

（契約年月日）
契約額

契約形態

児童入所施
設措置費

（24. 4. 1）
厚生労働省の定める支

弁基準
24.4.1 ～ 25.3.31 （免除） 25.3.31

随 24. 4. 5外

児童入所施
設措置費

（24. 4. 1）
厚生労働省の定める支

弁基準
24.4.1 ～ 25.3.31 （免除） 24.6.4

随 24. 4. 4外

児童入所施
設措置費

（24. 4. 1）
厚生労働省の定める支

弁基準
24.4.1 ～ 25.3.31 （免除） 24.4.8

随 24. 4. 5外

目　　計 4,556,970

生活保護総務
費（予定価格が20
万円未満のもの）

2,600

目　　計 2,600

（　H24.5.23　）
4,977円/件外

H24.5.23 ～ H25.3.31 （免除） H25.3.31

随 H24.6.19

目　　計 654,399

結核対策費
（予定価格が20万
円未満のもの）

573,975

目　　計 573,975

－
 2

4
 －

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

(福)倉吉東福祉会

〔倉明園〕
概/精 24.4.20外 3,621,192

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

児童措置費

252,232

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

(福)みのり福祉会

〔ブルーインター〕
概/精 24.4.20外 683,546

鳥取市

〔つくし〕
概/精 24.4.20外

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

精 H24.6.26外 654,399
公衆衛生
総務費

国補
原爆被爆者

健康診断委託
（社）鳥取県
中部医師会

予算科目
（目）

当初契約 支出の状況
契　約
期　間

契　約
期　間

変更契約（最終）

入札等
年月日

（契約保証金納付
等年月日

履行検査
年　月　日

委託料の名称 委託契約の相手方

（平成２５年３月３１日現在）　（単位：円）

備　　考
金　　額

完了年月日

支　出
年月日

支出
区分

国補
単県
の別

国補
母子生活支援施設措置
委託料



予定価格
（契約年月日）

契約額

（契約年月日）
契約額

契約形態

（　24.4.1　）
8,450円/件外

24.4.1 ～ 25.3.31 （免除） H25.3.31

随 H24.5.10外

（　24.4.1　）
8,450円/件外

24.4.1 ～ 25.3.31 （免除） H25.3.31

随 H24.5.10外

（　24.4.1　）
18,670円/件外

22.11.15 ～ 25.3.31 （免除） H25.3.31

随 H24.7.13外

（　24.4.1　）
93,350円/件外

22.11.15 ～ 25.3.31 （免除） H25.3.31

随 H24.12.26外

目　　計 3,258,730

1,499,000
（　H24.4.23　）

945,000円
H24.4.23 ～ H24.10.15 （免除） H24.9.30

随 H24.10.5

（予定価格が20万
円未満のもの） 225,827

目　　計 1,170,827

保健所費
（予定価格が20万
円未満のもの）

4,515

目　　計 4,515

560,000
（　H24.9.5　）
409,500円

H24.9.5 ～ H24.10.22 （免除） H24.10.22

随 H24.10.22

―
（　H24.5.7　）
500,000円

H24.5.7 ～ H24.10.31 （免除） H24.10.22

随 H24.11.28

目　　計 909,500

合計 11,131,516

１３　工事請負額調べ 該当なし

予算科目
（目）

国補
単県
の別

委託料の名称 委託契約の相手方

当初契約
契　約
期　間

変更契約（最終）

契　約
期　間

入札等
年月日

（契約保証金納付
等年月日

完了年月日
支出の状況

備　　考支出
区分

支　出
年月日

金　　額
履行検査
年　月　日

－
 2

5
 －

H25.1.8外 317,390

1,884,350

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

精

784,140

精 H24.5.17外

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

特定疾患
対策費

国補
在宅重症難病患者一
時入院支援事業委託

（医）十字会
　野島病院

在宅人工呼吸器使用
特定疾患患者訪問看
護治療研究事業委託

県立厚生病院

国補

国補
在宅重症難病患者一
時入院支援事業委託

（医）清和会
訪問看護ステーショ

ンせいわ

945,000

・新規
・地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号：特定のもので
なければ納入することができな
い。

精 H24.11.2

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

精 H24.8.1外

H24.5.17外 272,850

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号：特定のものでな
ければ納入することができな
い。

精

中部地区胃がん検診
受診啓発に係るラジ
オスポット放送業務委
託

（株）エフエム山陰
生活習慣病
予防対策費

国補

国補
在宅人工呼吸器使用
特定疾患患者訪問看
護治療研究事業委託

（医）誠医会
訪問看護ステーショ

ン大栄

観光費

みんなでノルディック
in中部事業に係る
コースマップ印刷業務
委託

特定非営利活動法
人とっとり未来

単県

単県 409,500 新規

みんなでノルディック
in中部事業に係る
コースマップ調査・制
作業務

国立大学法人
鳥取大学

500,000 新規概 H24.6.4

精 H24.11.2



１４　財産に関する調べ

（１）公有財産　　　　　　該当なし

 (２) 金券類の受払状況

ア　金券の受払状況

郵便切手及び郵便はが
き

収入印紙 

収入証紙

タクシークーポン券

鉄道プリペードカード

合　　計

イ　タクシーチケットの受払状況

 (３) 債　権

金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数

円 円 円 円

生活保護返還金 3,861,347 17 226,324 4 650,016 0 3,437,655 21

生活保護徴収金 6,882,564 12 1,069,804 3 1,020,586 1 6,931,782 14

母子福祉資金貸付金 153,820,071 374 12,700,800 25 20,968,922 28 145,551,949 371

寡婦福祉資金貸付金 12,721,003 24 1,284,000 0 1,334,451 0 12,670,552 24

合　　　計 177,284,985 427 15,280,928 32 23,973,975 29 168,591,938 430

（平成２５年　３月３１日現在）

債 権 の 名 称

前　年　度　末
現　　在　　高

本　　　年　　　度　　　中 本　年　度　末
現　　在　　高 備　考増 減

43,490円

73 0 8 65

枚 枚 枚 枚

（平成２５年３月３１日現在）

前年度末未使用枚数
本　　年　　度　　中

本年度末 備　考
購入枚数 使用枚数及び金額

41,500 153,310 139,970 54,840

0

0

0

0

41,500 153,310 139,970 54,840

円 円 円 円

（平成２５年３月３１日現在）

種　　別 前年度末
本　　年　　度　　中

本年度末 備　考
購入額 使用額

- 26 -



１５　財産の貸付及び使用許可調べ
　（１）　土地及び建物 該当なし

　（２）　物　品

単 価

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

月額・年額

0

浦安小学校

赤ちゃん（沐浴）人
形

３体

妊娠シミュレータ
赤ちゃん（沐浴）人

形

１セット
５体

H25.2.6～
H25.2.13

0
東伯郡北栄町由良宿２１３

北栄町立大栄小学校
校長　福井和栄

大栄小学校 いのちの学習

「おへそのひみつ」の学習で体験
学習

0
東伯郡琴浦町下伊勢５０４番地の１

琴浦町立浦安小学校
校長　齋尾宏伸

H25.2.13～
H25.2.15

いのちの学習赤ちゃん（沐浴）人形 ３体
H25.2.12～
H25.2.14

0
東伯郡北栄町由良宿２１３

北栄町立大栄小学校
校長　福井和栄

大栄小学校

0
倉吉市昭和町２－１２６

（有）ミネ・マネジメント・システム
代表取締役　米田　峰明

倉吉市立西中学
校

薬物乱用防止教室スモーカーライザー １セット
H24.12.5～
H24.12.6

乳がん触診モデル １セット
H24.11.6～
H24.11.19

0

鳥取市尚徳町１１７
鳥取赤十字病院内

社団法人放射線技師会
会長　入川富夫

倉吉パープルタウ
ン

社団法人鳥取県放射線技師会
イベントにてマンモグラフィー検
診の重要性を説明するため

0
東伯郡琴浦町釛５００
琴浦町立釛保育園
園長　篠原真智代

琴浦町立釛保育
園

誕生会（命の大切さを知る）
妊娠シミュレーター
赤ちゃん（沐浴）人

形

２セット
５体

H24.10.15～
H24.10.19

スモーカーライザー １セット
H24.10.26～
H24.11.12

0
倉吉市小田４５８

倉吉市保健センター
所長　山田晃

市内地区公民館
等

各地区文化祭等

0
倉吉市小田４５８

倉吉市保健センター
所長　山田晃

上灘小学校校庭 健康相談スモーカーライザー １セット
H24.9.14～
H24.9.18

妊娠シミュレーター ３セット
H24.9.14～
H24.9.21

0
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬５３５

湯梨浜町立羽合小学校
校長　浜根二三雄

羽合小学校
５年生総合的な学習「妊娠中の
お母さんの苦労や気持ちを理解
しよう」のため

0

倉吉市駄経寺町２１２－５
倉吉未来中心団体事務局サロン内

社団法人鳥取県栄養士会
会長　鍛冶木いつ子

大御堂廃寺跡
中部発！食のみやこフェスティ
バルにて普及啓発に使用するた
め

カミカミセンサー
Sサイズ２
Mサイズ２

H24.8.31～
H24.9.7

乳がん触診モデル １セット
H24.8.20～
H24.12.14

0
東伯郡湯梨浜町久留１９－１

湯梨浜町健康推進課
課長　蔵本知純

町内集団検診会
場

町内集団乳がん検診の際に乳
房の自己触診を啓発するため

男女共同参画啓発TCC企画番
組撮影のため

妊娠シミュレーター ２セット
H24.7.10～
H24.7.13

0
鳥取市鹿野町鹿野１５１７

鳥取市鹿野町総合支所市民福祉課
課長　大空寿満

鹿野中学校 思春期ふれあい体験事業

備　考
本年度の貸 付 料

住　　　　所
氏　　　　名

妊娠シミュレーター 1セット
H24.5.10～
H24.5.14

0
東伯郡琴浦町大字徳万２６６－５

琴浦町社会教育課
課長　戸田幸男

倉吉市（撮影会
場）

－
 2

7
 －

（平成２５年３月３１日現在）

品　名 数　量 規格・銘柄 貸付期間
貸 付 料 （円） 貸　付　先

使用場所 貸付目的



１６　借受不動産明細調べ 該当なし

１７　職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

　（１）職員住宅 該当なし

　（２）職員駐車場 該当なし

稼働
日数

日

１９　寄附物件の受納状況調べ 該当なし

売払
棄却
の別

売払方法・
棄却理由

処分
年月日

売払額・
処分費用

年 円 円

1 H12.12.11 5 12,285

追録さ
れてい
ないた
め

棄却

平成19年
頃から情
報が掲載
されておら
ず間違い
の元にな
る可能性
がある

H25.3.28 0

1 H13.1.9 5 12,285

追録さ
れてい
ないた
め

棄却

平成19年
頃から情
報が掲載
されておら
ず間違い
の元にな
る可能性
がある

H25.3.28 0

1 H13.3.23 5 162,000

追録さ
れてい
ないた
め

棄却

平成19年
頃から情
報が掲載
されておら
ず間違い
の元にな
る可能性
がある

H25.3.28 0

3 186,570 0

該当なし２１　現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

8,820
1

２０　備品の処分状況調べ

（平成２5年３月３１日現在）

品　　　名

数量
(保管換年月日)

取得年月日
耐用
年数

160

合　　計
台

患者輸送車 H22
鳥取800
さ5456

H22.3.25 1,812 7
（13.3）

8,820 定期点検費用

修理費等

㎞ ㎞ 円

１８　自動車（二輪を除く）の管理状況調べ

（平成２５年３月３１日現在）

車　　種 年式 登録番号 取得年月日
総走行
キロ数

本　　　　年　　　　度

備　　考（１か月平均）

走行キロ数

備　考
（規格・銘柄）

取得価格
不用決定
年月日

不用と
する理由

図書
鳥取県財務関係法令集

H25.3.19

図書
鳥取県人事関係法令集

H25.3.19

図書
鳥取県財務関係法令集

H25.3.19

合　　計

－ 28 －



- 29 -

２２ 介護保険・介護サ－ビス事業の状況

(1) 介護サービス事業者の指定等の状況 （単位：件） (平成２５年３月３１日現在)

前年度 当年度 現地調査 当年度 未処理 年 度 末 指 定 件 数

サ－ビスの種類 末処理 指 定 (申請内数) 廃止等 件 数 H20 H21 H22 H23 H24

件 数 申 請 年度 年度 年度 年度 年度

①訪問介護(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ) １ １( １ ) １ ２９ ２７ ２８ ３１ ３１

②訪問入浴介護 １ １( １ ) １ ６ ６ ４ ３ ３

③訪問看護 ( ) ６ ６ ６ ７ ７

④訪問ﾘﾊﾘﾋﾞﾃｰｼｮﾝ ( ) １ １ １ １ １

⑤居宅療養管理指導 ( )

⑥通所介護(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) １ １( １ ) １ ３８ ４０ ４４ ４５ ４５

⑦通所ﾘﾊﾘﾋﾞﾃｰｼｮﾝ(ﾃﾞｲｹｱ) ( ) １ ５ ４ ４ ４ ３

⑧短期入所生活介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) ( ) ８ ８ ８ ８ ８

⑨短期入所療養介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) ( )

⑩特定施設入居者生活介護 ( ) ２ ２ ２ ２ ２

⑪福祉用具貸与事業 １ １( １ ) ９ ９ ８ ８ ９

⑫特定福祉用具販売 １ １( １ ) １ ７ ８ ７ ７ ７

⑬居宅介護支援事業 １ １( １ ) １ ３６ ３６ ３７ ４２ ４２

計（介護給付） ６ ６( ６ ) ６ １４７ １４７ １４９ １５８ １５８

⑭介護予防訪問介護 １ １( １ ) １ ２７ ２７ ２８ ３１ ３１

⑮介護予防訪問入浴介護 １ １( １ ) ３ ３ ２ １ ２

⑯介護予防訪問看護 ( ) ６ ６ ６ ７ ７

⑰介護予防訪問ﾘﾊﾘﾋﾞﾃｰｼｮﾝ ( ) １ １ １ １ １

⑱介護予防居宅療養管理指導 ( )

⑲介護予防通所介護 １ １( １ ) １ ３９ ４１ ４５ ４６ ４６

⑳介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ( ) ３ ４ ３ ３ ３ ０

21介護予防短期入所生活介護 ( ) ８ ８ ８ ８ ８

22介護予防短期入所療養介護 ( )

23介護予防特定施設入居者生活介護 ( ) ２ ２ ２ ２ ２

24介護予防福祉用具貸与 １ １( １ ) ８ ８ ７ ７ ８

25特定介護予防福祉用具販売 １ １( １ ) １ ７ ８ ７ ７ ７

計（予防給付） ５ ５( ５ ) ６ １０５ １０７ １０９ １１３ １１２

【居宅サービス】

小 計 １１ １１(１１) １２ ２５２ ２５４ ２５８ ２７１ ２７０

26介護老人福祉施設 ( ) ６ ６ ６ ６ ６

27介護老人保健施設 ( ) ８ ９ ９ ９ ９

28介護療養型医療施設 ( ) ２ １ １ １ １

【施設サ－ビス（介護給付）】

小 計 ( ) １６ １６ １６ １６ １６

合 計 １１ １１(１１) １２ ２６８ ２７０ ２７４ ２８７ ２８６
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(2) 介護保険・介護サ－ビス提供事業者に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

①新規開設事業所（平成２３年度新規事業所のうち前年度未実施及び平成２４年度新規事業所) １９件

②営利法人の開設する事業所に対する書面監査（平成２０年度から平成２４年度の５年間で実施） ４４件

③その他(昨年度指摘事項が多い、市町からの情報提供、内部告発等) ２件

＊ 当年度重点指導事項

①基準に沿った介護報酬の算定・請求の実施（特に平成２４年度の報酬改定について）

②人員基準の遵守について

③介護計画等の説明、同意、交付について

④虐待や身体拘束の防止のための取組状況について

⑤利用者の安全確保のための非常災害対策の確認について

⑥会計処理（事業ごとの会計区分等）について

（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区分 指 導 改善指導事項 主 な 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

・居宅・通所・訪問サービス計画等を適切に作成すること（３４件）

・サービス提供等の記録を適切に行うこと（１８件）

実地指導 ８１ ３９ １４０ ・居宅サービス計画に基づいたサービスを提供すること（９件）

・勤務の記録を適切に行うこと（７件）

・従業者の配置、職種を明確にすること（６件）

集団指導 ６８ － － （居宅介護支援事業者、（予防）訪問介護事業者に対する法令遵守の意義等につ

いての講義形式での指導）

書面検査

による監 ４４ － １４ 届出内容に変更があった場合は、遅延なく届出ること。（１４件）

査

実地検査

による監 － － －

査

注 指導施設数等は、サービス単位で数えている。
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２３ 障害福祉サ－ビス事業の状況

(1) 障害福祉サービス事業者の指定等の状況 （単位：件） (平成２５年３月３１日現在)

前年度 当年度 現地調査 当年度 未 処 年 度 末 指 定 件 数

サ－ビスの種類 末未処 指 定 (申請内数) 廃止等 理 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

理件数 申 請 件数 年度 年度 年度 年度 年度

①居宅介護 ２ ２ ( ２ ) １ １７ １７ １９ ２１ ２２

②重度訪問介護 ２ ２ ( ２ ) １ １６ １６ １８ ２０ ２１

③同行援護 １ （ ） ８ ９

④行動援護 １ １ ( １ ) ４ ４ ５ ６ ７

⑤療養介護 ( )

⑥生活介護 １ １ １ ( １ ) １ １ １ ３ ４

⑦児童デイサービス ( ) （４） ３ ３ ３ ４

⑧短期入所 １ １ ( １ ) １０ １０ １０ １０ １１

⑨重度障害者等包括支援 ( )

⑩共同生活介護 １ １ ( １ ) ６ ６ ６ ６ ７

⑪自立訓練（機能訓練） ( )

⑫自立訓練（生活訓練） ( ) １ １

⑬就労移行支援 １ ( ) １ １ １ １ ５ ５

⑭就労継続支援Ａ型 ( ) ３ ３

⑮就労継続支援Ｂ型 ２ １ ( １ ) １ ３ ７ ８ １４ １５

⑯共同生活援助 １ １ ( １ ) ５ ４ ４ ４ ５

計（指定障害福祉サービス事業者） ２ １２ １０(１０) ２（４） ３ ６５ ６９ ７５ １０５ １１０

⑰障害者支援施設 １ ( ) １ １ １ ７ ８

うち生活介護 １ ( ) １ １ １ ７ ８

自立訓練（機能訓練） ( )

自立訓練（生活訓練） ( )

就労移行支援 ( )

⑱旧法施設支援 １ １２ １２ １１ １

うち旧身体障害者更生施設

旧身体障害者療護施設 ２ ２ ２

旧身体障害者授産施設 ２ ２ ２

旧知的障害者更生施設 ２ ２ ２

旧知的障害者授産施設 １ ６ ６ ５ １

旧知的障害者通勤寮

計（指定障害者支援施設） １ １ １３ １３ １２ ８ ８

⑲相談支援 １ ５ ５ ５ ４ ３

合 計 ３ １２ １０(１０) ４（４） ３ ８３ ８７ ９２ １１７ １２１

廃止等の欄（ ）内は、H24.4.1～児童福祉法上のサービスに移行したもの。
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(2) 障害福祉サービス提供事業者に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

○３年に１回（障害者支援施設は２年に１回）実地指導を実施することを原則として、下記の基準で選定した。

・過去２年実地指導を行っていない事業所

・平成２３年度に新規指定した事業所

・平成２３年度の実地指導において文書による指摘事項が多い等で特に指導が必要と認められた事業所

＊ 当年度重点指導事項

○人員配置

・各事業種別について法令等に定める基準に従い、人員が適切に配置されているか。

○利用者支援関係等

・個別支援計画が作成されているか。また、当該計画に基づき利用者に適切なサービスが提供されているか。

・サービス提供の記録と当該計画の保管が適切に行われているか。

・利用者に対する不当な身体拘束等を行っていないか。

・苦情に対し、迅速かつ適切に対応しているか。

○自立支援給付費関係

・介護給付費等の適正な請求がなされているか。

・サービス提供記録と請求内容が合致しているか。

・契約手続が適切に行われ、市町に報告されているか。

○安全、保健・衛生管理

・防災対策が適切になされているか。

・利用者等に対する医学管理は適切になされているか。

・感染症防止、熱中症対策等の衛生管理は適切になされているか。

○管理運営、会計経理

・管理運営に関する諸規程が整備されているか。規程は適正に運用されているか。

・虐待防止責任者を選定し体制は整っているか。虐待の防止に関する研修は行われているか。

・会計処理は適切になされているか。（主に就労支援事業会計に関して）
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（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区分 指 導 改善指導事項 主 な 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

・虐待防止責任者の選任等の体制の不備（２３件）

実地指導 ３８ ３６ ７０ ・重要事項説明書の報酬改定未反映など内容不備（１３件）、掲示漏れ（３件）

・変更届、休止届の提出漏れ（２件）

・利用契約締結後の市町村への報告漏れ（４件）

・個別支援計画の変更手続等の不備（３件）

・会計区分の不備（介護保険法と障害者自立支援法の区分）等（２件）

・報酬関係の不備（５件）

人員欠如減算・個別支援計画未作成減算の未算定、生活介護サービス費の５０

歳未満の通所者に対する人員配置加算の算定誤り、送迎加算・重度障害者支援

加算の算定誤り等

・平成２５年３月２７日（水）中部総合事務所講堂で開催。

集団指導 ３６ － － ・３６法人中、２９法人（４９名）が出席。欠席の７法人には資料を送付。

・内容（１）県条例の制定に伴う独自基準

（２）運営に関する基準の要点

（３）平成２４年度実地指導指摘事項

（４）加算等の取得の要点

監 査 １ １ １ ・監査の結果、事業者に対して以下の行政処分を行った。

１ 対象事業所の設置者

（１）法人名 合同会社エヌリンク（法人設立 平成23年7月27日）

（２）代表者 代表社員 大川 稔玄（おおかわ としはる）

（３）法人所在地 東伯郡北栄町田井88番地2

２ 処分対象事業所名等

（１）事業所名称 就労移行支援事業所倉吉仕事塾

（２）所在地 倉吉市海田東町431

（３）事業種別等 就労移行支援（平成23年11月15日指定）

３ 処分概要

（１）処分内容 指定の全部の効力の停止１か月

（２）対象期間 平成25年4月1日から平成25年4月30日まで

４ 処分の理由

当局の職員が行った新規事業者に対する現地確認、実地指導及び監査におい

て、当該事業所の設置法人の代表者が、平成23年11月から平成24年2月までの

間、処分対象事業所のサービス管理責任者が常勤者として出勤していないにも

かかわらず、出勤していたとする虚偽の答弁を繰り返し行ったことによる。

【障害者自立支援法第50条第1項第7号「指定障害福祉サービス事業者が、虚偽

の答弁をしたとき。」に該当】

５ 指導監査等経緯

（１）障害者自立支援法に基づく指導監査等

・新規指定事業者に対する現地確認を実施（平成24年3月）

・実地指導及び監査を実施（平成24年9月）

・関係者（元職員、元利用者等）からの聞取り調査を実施（平成24年9月か

ら12月）

・代表者の出頭による監査を実施（平成24年11月及び平成25年1月）

（２）行政手続法による聴聞

・行政手続法に基づく聴聞を実施（平成25年3月）
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２４ 心と女性に関する相談状況（心と女性の相談室対応分を含む。）（単位：件）   (平成２５年３月３１日現在) 

相 談 形 態    相 談 内 容    

 区 分 

 

 

相 談 

取 扱 

件 数 

 

 

 来所 

 

 

 訪問 

 

電話 メール

病気・

精  神
衛  生

 

 ＤＶ

 

ひき 

こもり

 

 

その他

 

 

平成２４年度の主な処理状況 

 

Ｈ20年度 471 202 128 141 238 119 73 41

Ｈ21年度 427 229 23 175  96 111 134 86

Ｈ22年度 522 251 35 236 128  88 189 117

Ｈ23年度 674 278 106 290 310 106 120 138

Ｈ24年度 702 227 62 256 157 237 90 216 159

・相談受理後、助言・指導・カウ

ンセリング等を実施 

・必要に応じて関係機関と連携を

図った。 

（21年度～22年度心と女性の相談

室はＤＶ・女性相談・ひきこもり

のみ相談を担当） 

 

 

２５ 障がい者福祉の状況 

(1) 身体障がい者福祉の状況 

  ア 身体障害者手帳交付状況    (単位：件）  （平成２５年３月３１日現在） 

 

 区 分 

 

 

 視覚障害 

 

聴覚・平衡 

 

機 能 障 害      

音声・言語･

そ し ゃ く     

機 能 障 害     

 

肢体不自由

 

 

 内部障害

 

 

  計  

      

 Ｈ20年度 610 655 60 3,423 1,436 6,184 

 Ｈ21年度 595 667 64 3,461 1,520 6,307 

 Ｈ22年度 591 667 67 3,572 1,639 6,536 

 Ｈ23年度 488 525 64 3,165 1,490 5,732 

 Ｈ24年度 466 517 73 3,155 1,531 5,742 

 
  イ 特別障害者手当等認定請求処理状況                （単位：人、件）  （平成２５年３月３１日現在） 

本       年       度       中  （人） 

内    訳 

 

停 止 中

 

  そ の  
他 

 

 

 

手 当 区 分      

 

 

 

 

前年度

末受給 

者 数 

（人） 

 

A  

前年度 

未処理 

件 数 

 

 

 

受 付 

 

件 数 

 

 

 

認 定 

件 数 

 

Ｂ 

却 下
件 数
 

 

未処

理 

件 数
 

喪失

 

件数

 

 

Ｃ

停 止
 

解 除
 

 

Ｄ

停 止
開 始
 

Ｅ

 

喪 失
 

 

  
転入 

    
Ｆ 

  
転 出 

 

 Ｇ 

差引現

在受給

者 数

A+B-C
+D-E +
F-G 
（人）

 

 

支 給 額
 

   （円）

 

特 別 障 害 者 手 当      55 0 3 1 1 1 1 0     0     0 0    46 9 5,050,000

障 害 児 福 祉 手 当      15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1,429,500

経 過 的 福 祉 手 当      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  計 70 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 54 16 6,479,500

 
 
(2) 知的障がい者福祉の状況 

  ア 療育手帳交付状況    (単位：件） （平成２５年３月３１日現在） 

   Ａ (重 度)      Ｂ (中・軽度)   区 分 

  18歳未満  18歳以上  18歳未満  18歳以上

  計 

 

 Ｈ20年度 49 317 62 428 856

 Ｈ21年度 50 318 68 449 885

 Ｈ22年度 48 321 77 480 926

 Ｈ23年度 51 330 91 503 975

 Ｈ24年度 51 328 93 500 972
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  イ 当年度の療育手帳交付等内訳                    （単位：件） （平成２５年３月３１日現在） 

  年 度 中 の 移 動 内 訳    年度中の変更    

  区   分    
            

 前年度末 

 現  在 

 

 新規交付 
 

 転  入

 

転出・返還

 

18歳に 

達した場合

 障害程度 

 

 当年度末

 現  在

     

18歳未満 51 0 5 0 -6 1 51    Ａ 

 (重 度) 18歳以上 329 2 1 9 6 -1 328

18歳未満 93 25 0 5 -19 -1 93    Ｂ 

(中・軽度) 18歳以上 502 9 0 31 19 1 500

    計    975 36 6 45 0 0 972

 

 

(3) 精神障がい者福祉の状況 

  ア 精神障がい者の状況      （単位：件、人）                  
入院患者数  

 

 区 分 

 

 

 通 報 
 届 出 
 件 数 

 

 

 措置 

 入院 

 

 

 医療 
 保護 
 入院 

 

自立支援

医療（精

神通院）

受給者証

所持者数 

 手 帳

 所 持

 者 数

 

 

Ｈ20年度  7  3 109 1,777 743

Ｈ21年度  6  2 113 1,936 801

Ｈ22年度 8  2 155 2,087 866

Ｈ23年度 14  4 117 2,222 932

Ｈ24年度 21 2 133 2,394 980

（平成２５年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 イ 精神保健福祉相談事業の状況  （単位：人、事業所）  （平成２５年３月３１日現在） 

 面 接 相 談  電 話 相 談  訪 問 指 導    社会適応訓練状況 

 利 用 者 数
 

 区 分 

 

実人員 

 

延人員 

 

実人員 

 

延人員 

 

実人員

 

延人員

 

委  託

事業所数 実人員 延人員

Ｈ20年度  40 120 36 89 30 102 2 2 2

Ｈ21年度  31 46  46 120  27 108   1   1   1

Ｈ22年度  39  69  69 183  28  69   0   0   0

Ｈ23年度  21  59  68 151  25  74   0   0   0

Ｈ24年度 41 101 60 133 18 59 0 0 0
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２６ 児童福祉の状況
(1) 児童福祉施設等に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針
「児童福祉行政指導監査実施要綱（児童福祉行政・保育所・届出保育施設等）」「同（児童福祉行政・児童入所
施設・母子生活支援施設・児童館）」に基づき、下記の頻度で実地監査等を実施した。
【実地指導】

①公立保育所……３年に１回
②私立保育所（公設民営を含む）……２年に１回
③児童館……２年に１回
④児童福祉行政の実施機関（市町）……毎年１回 の割合で指導監査を実施する。

ただし、平成２３年度実施指導で重大な指摘をした施設又は指摘数の多い施設に対しては、実施する。
【書面監査】

実地指導を実施しない施設に対して実施する。

＊ 当年度重点指導事項
○児童福祉施設における 低基準等の遵守状況の確認
・保育所保育指針を踏まえた保育の実施＜保育所のみ＞
（保育課程の編成、指導計画の作成、自己評価、保育所児童保育要録の作成、職員研修）

・感染症対策（鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ対応、安全管理マニュアル等の作成等）
・安全衛生管理（防震対策、災害対策、避難対策、調乳室へ入室する際のエプロンの着用等）
・防犯対策（防犯訓練の有無）
・定員を超えた入所の有無
・健康診断（中途入所児の健康診断の有無、短時間労働者の健康診断の受診結果の把握の有無）
○児童福祉施設における財務管理状況の確認＜私立保育所、私立児童館のみ＞
・職員の立替え払いの廃止 ・日々の収入の管理 ・適切な補正予算の編成 ・勘定科目の適正化
・他施設への繰入金の扱い ・寄附金の扱い

（単位：施設、件）（平成２５年３月３１日現在）
保 育 所 児 童 館 市町

区 分 施設 実施件数 指導件数 施 実施件数 指導件数 指導 主 な 指 導 事 項
数 実地 書面 施設 件数 設 実地 書面 施設 件数 の

数 数 数 有無

・大区分の勘定科目相互間の予算流用を行っ
倉吉市 ２６ １５ １１ １９ 124 10 ３ ７ １ ３ ○ ているので、適切な時期に補正予算を編成す

(15) (11) (4) (14) (107) (3) (1) (1) (1) (1) ること。（保育所＝５件）
・年度中途者に対して、入所時の健康診断を
必ず実施すること。（保育所＝４件）
・職員給与から職員給食費を天引きして給与
を支給しているので、労働基準法第２４条第
１項に基づく協定を締結すること。（保育所＝
２件）
・早朝・夕刻時間帯に、保育士の有資格者を
２名以上配置すること。（保育所＝１件）
・早朝・夕刻時間帯に、保育士の有資格者を

三朝町 ４ １ ３ ２ ２ － － － － － ○ ２名以上配置すること。（保育所＝２件）

・保存食については、－２０℃以下で保存す
湯梨浜町 ８ ３ ５ ４ ８ ２ ２ － １ ３ ○ ること。（保育所＝１件）

(1) (1) (1) (1) ・児童厚生員については有資格者を２名以上
配置すること。（児童館＝１件）
・感染症が発生した際に講じた措置等を記録

琴浦町 １０ ７ ３ ８ ４０ ２ － ２ １ １ ○ し、翌年度以降の感染症対策等に役立てるこ
(2) (2) (2) (21) と。（保育所＝２件）

・早朝・夕刻時間帯に、保育士の有資格者を
２名以上配置すること。（保育所＝１件）
・児童厚生員については有資格者を２名以上
配置すること。（児童館＝１件）
・早朝・夕刻時間帯に、保育士の有資格者を

北栄町 ６ ５ １ ５ ２８ ２ － ２ － － ○ ２名以上配置すること。（保育所＝１件）
(2) (2) (2) (15)

計 ５４ ３１ ２３ ３８ 202 16 ５ １１ ３ ７ ５
(20) (15) (5) (19) (144) (3) (1) (1) (1) (1)

注 （ ）は私立保育所・私立児童館で内数。



(2) 母子世帯の施設入所状況 （単位：世帯、人） （平成２５年 ３月３１日現在）

施 設 の 本 年 度 中

施 設 名 前年度末現在 本年度末現在 備 考

種 類 入所 退所

母子生活 倉明園 ２（６） ０（０） １（４） １（２） H24.3.31で1世

支援施設 帯(4人)が退所

ブルーインター １（２） ０（０） １（２） ０（０） H24.6.4で1世帯

(2人)が退所

つくし １（２） ０（０） １（２） ０（０） H24.4.8で1世帯

(2人)が退所

嶺南荘 １（２） ０（０） １（２） ０（０） H24.4.1～1世帯

(2人)が琴浦町福

祉事務所へ移管

小規模分園 倉明園 １（３） ０（０） １（３） ０（０） H24.4.1～1世帯

型母子生活 (3人)が琴浦町福

支援施設 祉事務所へ移管

計 ６（１５） ０（０） ５（１３） １（２）

（ ）内の数値：人数

tsukadashuuichi
タイプライターテキスト
-37-



２７ 母子及び寡婦福祉業務の状況

(1) 母子自立支援員活動状況 （単位：件） （平成２５年 ３月３１日現在）

生 活 一 般 児 童 生 活 援 護 そ の 他

相 住 医 家 就 結 そ 小 養 教 非 就 そ 小 母 寡 公 児 生 そ 小 売 た 母 母 母 小 合

子 婦 子 子 子

談 庭 福 福 童 ば 世 福 生

祉 祉 的 活 店 帯 祉 活

指 紛 資 資 扶 こ 向 施 支

の の 金 金 税 の 公 設 援

導 争 年 養 保 設 販 営 の 施

住 利 設

事 夫 そ 貸 償 貸 償 手 売 宅 用

の の 金 護 置

項 宅 療 暴 他 職 婚 他 計 育 育 行 職 他 計 付 還 付 還 当 他 計 計 計

力

件

4 5 0 2 43 0 13 67 1 10 0 6 3 20 21 10 0 0 0 5 0 2 6 44 0 0 0 0 1 1 132

数

勤務日数 １７日／月 訪問延数 ８１日 関係機関連絡延件数 ３９件 会議出席回数 ２０回

(2) 母子自立支援プログラム策定員活動状況

該当なし
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　(3) 母子福祉資金に関する貸付・償還等の状況
（単位：円） （平成２５年３月３１日現在）

人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額
A-B

7 7,485,600 7 7,485,600 7 3,238,800 11 4,860,000 18 8,098,800

6 1,524,000 6 1,524,000

6 5,325,600 6 5,325,600 6 2,698,800 2 996,000 8 3,694,800

1 2,160,000 1 2,160,000 1 540,000 3 2,340,000 4 2,880,000

1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000

2 1,548,000 2 1,548,000 2 924,000 2 924,000

1 206,000 1 206,000 1 206,000 1 206,000

8 2,105,000 8 2,105,000 14 3,172,000 14 3,172,000

2 485,000 2 485,000 5 925,000 5 925,000

4 940,000 4 940,000 7 1,567,000 7 1,567,000

2 680,000 2 680,000 2 680,000 2 680,000

19 11,644,600 19 11,644,600 25 7,840,800 11 4,860,000 36 12,700,800

過年度分 4,674,669 30.82

現年度分 2,095,247 90.01

小　計 6,769,916 145,551,949 75.58

過年度分 79,620 23.97

現年度分 2,485 90.79

小　計 82,105 37.66

6,852,021 145,551,949 75.40

－
 
3
9
 
－

12,700,800 27,857,768

2,082,465

18,873,675

20,956,140

25,103

24,504

49,607

21,005,747

6,757,134

131,712

153,820,071 12,700,800

本年度末
収入未済額
（C-D-E-F)

本年度末償還
期未到来分
（A+B-C(現年

度分))

回収率
（D/C)%

元金 20,968,922

27,726,056

償還免除額
（F)

本年度の調定等の内訳

104,723

26,989

収入済額
（D)

不納欠損額
（E)

153,820,071

合　　計

合　　計

そ　の　他

利子

　高校

　大学

　短大・専修（専門）

結婚資金

生活資金

住宅資金

転宅資金

就学支度資金

技能習得資金

修業資金

就職支度資金

医療介護資金

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

前年度末償還期未
到来分（A)

本年度貸付額
（B)

区分

事業開始資金

区分 調定額
（C)

事業継続資金

修学資金

　高校

　短大・専修（専門）

　大学

　専修（一般）

（Ｄ）

貸　　付　　状　　況
新　　規　　分

貸付申込 貸付決定 当年度貸付
継 続　分
当年度貸付

貸付実行
合　　計

貸 付
不承認
人　数

（Ｃ＋Ｄ）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



　(4) 寡婦福祉資金に関する貸付・償還等の状況
（単位：円） （平成２５年３月３１日現在）

人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額
A-B

1 768,000 1 768,000

1 768,000 1 768,000

1 516,000 1 516,000

2 1,284,000 2 1,284,000

過年度分 117,576 49.97

現年度分 228,809 82.85

小　計 346,385 12,670,552 77.93

過年度分 －

現年度分 100.00

小　計 100.00

346,385 12,670,552 78.13

－
 
4
0
 
－

（Ｄ）

貸 　付 　状 　況
新 　規 　分

貸付申込 貸付決定 当年度貸付
継 続　分
当年度貸付

貸付実行
合　　計

貸 付
不承認
人　数

（Ｃ＋Ｄ）

区分

事業開始資金

区分 調定額
（C)

事業継続資金

修学資金

　高校

　短大・専修（専門）

　大学

　専修（一般）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

前年度末償還期未
到来分（A)

本年度貸付額
（B)

技能習得資金

修業資金

就職支度資金

医療介護資金

生活資金

住宅資金

転宅資金

就学支度資金

　高校

　大学

　短大・専修（専門）

結婚資金
合　　計

合　　計

そ　の　他

利子

12,721,003

償還免除額
（F)

本年度の調定等の内訳

14,469

収入済額
（D)

不納欠損額
（E)

本年度末
収入未済額
（C-D-E-F)

本年度末償還
期未到来分

（A+B-C(現年
度分))

回収率
（D/C)%

元金 1,334,451

1,569,46112,721,003 1,284,000

1,583,930

117,434

1,105,642

1,223,076

14,469

14,469

1,237,545

235,010

1,284,000

14,469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



 
２８  生活保護業務 
 (1) 保護申請等の状況                     （単位：件、人）   （平成２５年３月３１日現在）  

申 請 等 の 処 理 
  開   始   廃   止 

 
 区 分 
 

月 平 
均 
町  
村 
ケース
数 

前 年 
度 
繰越件
数 
 

 申  請
  
 受  理  

 却 下
 取下げ  世帯数  人 員  世帯数  人 員

年 度 末 
未 処 理 
件  数 

 Ｈ20年度 ２２７    ４   ７６    １５   ６２ １０１   ３７   ５２    ３ 
 Ｈ21年度 ２５２   ３ ７０ １０ ５９ １１７ ３６ ４３   ４ 
 Ｈ22年度 ２７９  ４ ７１ １２ ６３ ８２ ４２ ６４   ０ 
 Ｈ23年度 １４８   ０ ３１   ５ ２５ ３８ ２４ ３５   １ 
 Ｈ24年度 ３２   １ １２   １ １１ １３ ８   ９   １ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ・当事務所現業員  （ １ ）人                                                                
 
 
 (2) 保護の状況                                                                                 （単位：円、人）   （平成２５年３月３１日現在） 

扶     助     の     内     訳 
生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 医 療 扶 助 介 護 扶 助 そ の 他 

 
 区 分
  
 

被保護 
 
世帯数 

被保護
人 員
 

      
保護
率 
 

 
 保  護  費
 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 

員 
金 額 人 員 

 
 Ｈ20年度 

  世帯 
２２７ 

    人
２９６

  ‰ 
５．０ 

         円
196,573,056

      円
 114,373,818

   人
3,030

      円
24,314,985

   人
1,360

      円
   978,412 

  人
  94

        円
  2,310,049

  人
2,686

      円
 171,360

  人
 640

       円 
施 52,187,449 
他  2,236,983 

  人 
330 

 Ｈ21年度 ２５２ ３５０
 

５．９ 222,490,849 135,379,337 3,692 30,986,237 1,954 1,480,065 139   3,310,279 2,983 130,910 655 施 48,997,262
他  2,206,759 

319 

 Ｈ22年度 ２７８ ４０９
 

７．０ 258,047,281 157,896,218 4,370
 

39,540,134 2,481
 

2,783,952 246 3,749,321 3,827
 

181,675 702 施 50,519,534
他  3,376,447 

312 

 Ｈ23年度 １４８ ２０９ ８．１ 129,429,974 80,114,531 2,209 21,123,337 1,401 1,760,994 135 1,922,414 1,932 311,856 474 施 23,165,409
他  1,031,433 

144 

Ｈ24年度  ３２ ４１ ５．９ 29,440,412 13,863,607 424 6,778,729 362 121,144 12 381,270 424 71,700 86 施  7,832,199 
他    391,763 

  48 

   注  (1) 「被保護世帯数」、「被保護人員」及び「保護率」は、当年度４月１日から監査調書作成基準日までの１ヶ月の平均値を記載すること。 
     (2) 「保護率」は、当該年度の 10 月１日現在の管内推計人口に対する千分比を記載すること。 
        (3) 「その他」の欄は、出産、生業、葬祭扶助及び施設事務費を記載すること。
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２９ 社会福祉法人等に対する指導監査の状況

（１）指定障害児入所施設等に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

原則としてすべての施設について、年１回以上実施する。ただし、前年度監査の結果、適正な運営がおお

むね確保されていると認められる施設については、実地と書面による監査を隔年で交互に行うことができる。

平成２４年度は、対象となる３施設のうち、２施設に対して実地監査を、Ⅰ施設に書面監査を行った。

＊ 指導監査実施体制

当局障がい者支援課（知的障害者福祉司、保健師等）、福祉企画課職員４名程度により実施した。

＊ 当年度重点指導監査事項

①人員に関する基準

・法令等に定める基準に従い、人員が適切に配置されているか。
②設備に関する基準
・支援の提供に必要な設備及び備品は備えられているか、また危険はないか。
③運営に関する基準
・個別支援計画に基づき適切に支援が提供されているか。
・防災対策（訓練）が適切になされているか。
・感染症及び熱中症の防止等の衛生管理は適切になされているか。
④管理運営
・管理運営に関する諸規程が整備されているか。規程は適正に運用されているか。
・虐待防止責任者を選定し体制は整っているか。虐待の防止に関する研修は行われているか。
⑤給付費
・給付費等の適正な請求がなされているか。
・サービス提供記録と請求内容が合致しているか。

（単位：施設、件）（平成２５年３月３１日現在)

区 分 指導 改善指導事項 主 な 改 善 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件数

指定障害児 ３ １ ２ ・虐待防止責任者の選任等の体制の不備（１件）
入所施設等 ・給付費関係の不備（１件）食事提供加算の算定誤り。

（２）市町社会福祉協議会に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

「社会福祉法人指導監査実施方針」に基づき２年に１回の実施とし、平成２３年度未実施の１市町社会福

祉協議会について実施した。

＊ 指導監査実施体制

当局福祉企画課の職員２名以上により実施した。

＊ 当年度重点指導監査事項

① 理事会の開催状況（理事・理事会の適正な運営の確保の状況）

② 評議員会の開催状況（評議員会の役割と審議の状況）

③ 監事監査の実施状況（監事監査における業務執行状況）

④ 公益通報者保護及びコンプライアンス（法令遵守）の体制整備の状況

⑤ 会計事務処理の適正化の状況

⑥ 法人本部と施設間における資金異動の状況

⑦ 法人運営の透明性の確保のための情報公開の推進等

（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区 分 指 導 改善指導事項 主 な 改 善 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

市 町

社会福祉 １ １ １ ・経理事務を行う職員の会計職員任命の不備
協 議 会
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（３）老人福祉施設に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

「鳥取県老人福祉施設指導監査実施要綱」に基づき、下表のとおり対象施設を選定した。

区 分 対象施設

特別養護 実地監査 ①介護保険法上の指導･監査の結果､特に重大な運営上の問題点等が認められた施設

老人ホーム ②近年実地監査を実施していない施設

③その他、実地監査の必要が認められた施設

養護 実地監査 ①前年度書面監査を実施した施設

老人ホーム ②前年度実地監査を実施した施設のうち、不備等問題の多かった施設

③その他、実地監査の必要が認められた施設

書面監査 上記の実地監査以外の施設

軽費 実地監査 ①前年度監査において、不備等問題の多かった施設

老人ホーム ②近年実地監査を実施していない施設

③その他、実地監査の必要が認められた施設

書面監査 上記実地監査以外の施設

＊ 指導監査実施体制

「鳥取県老人福祉施設指導監査実施要綱」に基づき、当局の職員２名以上により実施した。

＊ 当年度重点指導事項

① 入所者処遇の充実（処遇計画・記録、食事提供、衛生管理、健康管理の状況）

② 施設の運営管理体制の確立（人員配置、会計管理の状況）

③ 災害時の警戒避難体制の整備状況

（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区 分 指 導 改善指導事項 主 な 改 善 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

老人福祉 １３ ４ ９ ・経理処理が不適切。（特養１件、軽費：４件）

施 設 (特養２) (特養１) (特養２) ・予算額と決算額に著しい差異が見込まれる場合は、あらかじめ予算を補正

(養護２) (養護０) (養護０) し、理事会の承認を得ること。（特養１件、軽費：１件）

(軽費９) (軽費３) (軽費７)

（４）母子生活支援施設に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

「児童福祉行政指導監査実施要綱（児童福祉行政・児童入所施設・母子生活支援施設・児童館）」に基

づき、年１回の実地監査を実施した。

＊ 指導監査実施体制

当局福祉支援課、福祉企画課職員３名程度により実施した。

＊ 当年度重点指導監査事項

① 母子生活支援施設における最低基準等の順守状況の確認

② 母子生活支援施設における財務管理状況の確認

（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区分 指 導 改善指導事項 主 な 改 善 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

母子 ・職員を採用する際は、健康診断を行うか健康診断の結果を提出させること。（１件）

生活 ２ ２ ３１ ・事務分担において、防火消防業務については、甲種防火管理講習課程修了者に担当さ

支援 せること。（１件）

施設 ・乳幼児突然死症候群を防止するため、職員が午睡時の乳幼児を見守る場合には、チェ

ック表を記載し、保管すること。（１件）

・収入勘定科目の貸方金額に計上すべき金額を、支出勘定科目の貸方金額に計上してい

る事例があったので、適正に処理すること。（２件）

・概算払を精算した際の領収書等の保管について、規程等を整備すること。（１件）

・施設会計外で扱う金銭について、制度の概要をまとめた書面を利用者に交付すること。

（１件）

・施設の管理規定等に、「懲戒に係る権限の濫用の禁止に係る事項」を明記すること。（２

件）
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（５）届出保育施設に対する指導監査の状況

＊ 対象施設の選定方針

「児童福祉行政指導監査実施要綱（児童福祉行政・保育所・届出保育施設等）」に基づき、年１回の実地

監査を実施した。

＊ 指導監査実施体制

当局職員２名以上(うち１名は原則として係長級以上の者)、保育指導員の同行あり｡

＊ 当年度重点指導監査事項

児童福祉施設における最低基準等の遵守状況の確認

・感染症対策（鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ対応、安全管理マニュアル等の作成等）

・安全衛生管理（防震対策、災害対策、避難対策、調乳室へ入室する際のエプロンの着用等）
・防犯対策（防犯訓練の有無）
・健康診断（中途入所児の健康診断の有無、短時間労働者の健康診断の受診結果の把握の有無）

（単位：施設、件） (平成２５年３月３１日現在)

区分 指 導 改善指導事項 主 な 改 善 指 導 事 項 の 概 要

施設数 施設数 件 数

届出 ・乳幼児の健康診断については、１年に２回以上実施すること。（２件）

保育 ５ ５ １６ ・主たる開所時間には、常時２人以上の保育従事者を置くこと。（１件）

施設 ・避難訓練の記録について、必ず作成し保管すること。（１件））
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３０ 健康に関する事業の実施状況

(1) 健康づくり文化創造事業

生涯を通じた健康づくりの指標である「健康づくり文化創造プラン」の推進を図り、生活習慣病を

予防するため、各種事業を実施した。

○健康（衛生）教育事業

＜事業の概要＞

県民への普及啓発事業を実施した。

＜実施状況＞

区 分 回 数 人 数

母子保健関係 １ ５０

成人・老人関係 ９７ ３，０８５

栄養・健康増進関係 １０ ９２６

歯科保健関係 ８ ２３４

その他 ０ ０

地区組織活動（再掲） ０ ０

合 計 １１６ ４，２９５

○キャンペーン事業

＜事業の概要＞

地域住民に対する普及啓発事業の一環として、関係機関との協働のもと下記のキャンペーン事業

を実施した。

＜実施状況＞

事業名 内 容

世界禁煙デー関 日時：平成２４年５月２７日（日）

連イベント 場所：倉吉ショッピングセンター パープルタウン

内容：禁煙支援 呼気中一酸化炭素濃度測定、肺年齢測定、禁煙相談及び指導

普及啓発 パネル展示、ＤＶＤ放映、管内小中学校から募集した標語、

ポスター展示等

乳がん検診推進 日時：平成２４年１０月２７日（土）

キャンペーン 場所：倉吉ショッピングセンター パープルタウン

内容：普及啓発 ピンクリボン風船、クッキー入りチラシ配布、パネル展示、

ＤＶＤ放映、乳がん自己触診モデル、自己触診マニュアル配布

＜課 題＞

・健康教育については、市町単位での実施が困難である「職域」を対象に、重点的に取り組む必要

がある。

・キャンペーン事業については、単独実施ではなく関係団体等との連携のもと、効果的な事業とな

るよう工夫し、引き続き実施する。

○糖尿病予防対策連携事業

＜事業の概要＞

「鳥取県・糖尿病医療連携登録医制度」運用開始に伴い、圏域の関係機関が参加して協議する場と

して「中部地区糖尿病勉強会」を開催。また、「医療機関と市町の連携による栄養指導システム」の活

用により、生活習慣に起因する糖尿病の発症を予防し、また重症化を予防するために、地域・医療が

連携し、食生活の改善等の取組を行った。
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＜実施状況＞

事業名 内 容

中部地区糖尿病勉強会 日時：平成２４年７月２４日（火）午後３時３０分から５時まで

【第１回】 内容：講話「糖尿病の基礎知識の理解と検査値の見方」

講師 武田 倬県立中央病院顧問

意見交換「糖尿病における現状と課題、管理体制のあり方について」

参加者：１０名

【第２回】 日時：平成２４年１０月９日（火）午後３時３０分から５時まで

内容：講話「糖尿病に関する検査値の見方について」

講師 武田 倬県立中央病院顧問

情報交換「糖尿病予備群、治療中の住民へのアプローチについて」

参加者：１４名

【第３回】 日時：平成２４年１２月１１日（火）午後３時３０分から５時まで

内容：情報交換「各市町における要精検者の受診勧奨について」

事例検討「独居男性への効果的な介入方法等２例」

話題提供「糖尿病に関する最新情報について」

講師 武田 倬県立中央病院顧問

参加者：１１名

【第４回】 日時：平成２５年２月１９日（火）午後３時３０分から５時まで

内容：話題提供「糖尿病に関するトピックス」

講師 武田 倬県立中央病院顧問

事例検討「糖質オフを実践する住民への対応等１例」

意見交換「来年度の糖尿病対策の取組について」

参加者：１０名

中部管内糖尿病栄養指導 件数１１件（延べ人数１１名）

＜課 題＞

糖尿病の重症化予防のためには、療養中の方（参考：特定保健指導の対象外）が栄養指導を受け

やすい体制作り、糖尿病連携パス導入も踏まえながら現行の制度について検討する必要がある。

○健康づくり応援施設（団）支援事業

＜事業の概要＞

運動・食事・禁煙について、県民の健康づくりを応援する施設又は店舗・団体を「健康づくり応

援施設（団）」として認定し、その取組の情報発信を通して県民の関心を喚起することにより、県民

が地域において健康づくりに取り組みやすい環境づくりを行った。

＜新規認定状況：件数＞

区 分 禁煙 食事 運動 合計

応援施設 ９０ １５ ２ １０７

＜課 題＞

・禁煙区分において、認定の進んでいない公民館・集会所、社会福祉施設、医療機関（一般診療所、

歯科診療所）の働きかけを重点的に取り組む必要がある。

・平成２４年度に行った「飲食店における受動喫煙防止対策の実態調査等」報告を倉吉食品衛生協

会会合時・局ＨＰで行い、啓発又は働きかけを行う必要がある。

(2) 女性の健康づくり支援事業

○女性健康支援センター運営事業

＜事業の概要＞

生涯を通じて女性の健康の保持を図ることを目的に、思春期から更年期までの女性を対象に保健

師等による相談事業を実施している。
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＜実 績＞

一般相談（電話・面接）

相談内容 相談件数

思 春 期 １

不 妊 １７０

更 年 期 ０

そ の 他 ７

合 計 １７８

＜課 題＞

・「望まない妊娠に関する相談窓口カード」（平成２４年４月子育て応援課作成、配布）による相談

者の増加がみられなかった。

(3)母子保健事業

＜事業の概要＞

虐待予防の視点から、各市町担当者、産婦人科医療機関、児童相談所で、事例検討を行った。事

例検討を通して、各機関の情報交換・課題の検討を行い、圏域の母子保健体制整備を図った。

＜実施状況＞

項 目 内 容

母子保健関係 日 時：平成２４年８月１０日（金）

機関連絡会 場 所：中部総合事務所

出席者：市町担当者、産婦人科医療機関、児童相談所

内 容：（１）報告事項 ・「子どもの虐待による死亡事例等の検証結果（第８次報告）」

・母子保健法の改正について

・児童相談所における相談状況について

・今年度の新たな母子保健事業の取組について

（２）事例検討「岡山市における幼児死亡事例検証報告書」から

・行政による支援からの漏れを防ぐ取組について

・子どもの異動に対応する市町間の連携について

・虐待の早期発見に向けた取組について

・子育て情報発信のための取組について

＜課題＞

各母子保健事業は、虐待リスクを早期発見し、支援を行う機会であるため、日頃から関係機関との

連携を強化して支援体制を構築していく必要がある。

(4) 思春期保健事業

＜事業の概要＞

思春期の健康問題の一つである性の問題（人工妊娠中絶・性感染症）について、関係機関と連

携・協働して正しい知識を普及啓発するとともに、若者を支援する人材を育成し、思春期保健の推

進を図った。

＜実施状況＞

項 目 内 容

思春期の性にかかる ①日 時：平成２４年８月６日（月）

健康問題ワーキング 場 所：中部総合事務所

出席者：ワーキングメンバー（産科・婦人科、養護教諭、市町等）１６名

内 容：情報提供、各機関の活動紹介、意見交換

②日 時：平成２４年１２月２０日（木）

場 所：中部総合事務所

出席者：小・中・高養護教諭、市町担当者、ワーキングメンバー ５４名

内 容：【研修会】思春期男子の健康相談について

思春期の子どもを持つ親への関わりについて

中部管内の思春期に ６，０００部を管内中・高等学校、思春期支援関係機関に配布

関する相談窓口カー

ドの作成配布



- 48 -

(5) 母子医療給付状況 （単位：件）

区 分 申請件数（継続：再掲）

養育医療 ２５（１）

自立支援医療（育成医療） ４６（１０）

(6) 不妊治療費助成金交付事業 （単位：件）

申請件数 交付決定件数

特 定：１５３ １５３

人工授精： １７ １７

(7) 食育推進普及事業

①圏域食育推進ネットワーク交流会・会議事業

（ア）ネットワーク交流会

食に関する子どもを取り巻く環境等の重要性について理解を深めるとともに、地域で取組まれてい

る食育活動の取組を紹介、参考としていただくため、「平成２４年度中部地区食育推進交流セミナー」

を開催。

日時・場所・参加者数 内 容

平成２５年２月２６日（火） ○講演「心を育てる・癒す・食卓」

午後１時から３時３０分まで 講師：聖徳大学児童学部 前教授 室田洋子 氏

鳥取県立倉吉未来中心 ○活動紹介

セミナールーム３ ・「絵本を通じた食育活動」

参加者数：食育実践者等 絵本と食育「はらぱこあおむし」 代表 衣笠優子 氏

１１２名 ・「ねぇねぇどうして牛乳はこんなに美味しいの？

～酪農家の熱い思いを消費者へ～」

もーもーカウィークラブ リーダー 前田洋子 氏

・「幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業の報告」

三朝町立竹田保育園 園長 窪田弘美 氏

三朝町健康福祉課 副主幹 岩山美由紀 氏

○パネル展示による管内市町等食育活動紹介

（イ）ネットワーク会議

「平成２４年度中部地区食育推進交流セミナー」の開催に向け、中部地区「健康を支える食文

化」実践チーム所内担当者で打合せ会を開催した。

日時：平成２５年１月２２日（火）午後１時から午後２時

参加者数：５名

②幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業

本県作成の「幼児の心と体を育てるクッキング活動指導の手引き」に基づく子どもが主体の料理教

室をモデル事業として実施し、効果的な実施方法やその成果等を圏域内の保育所、幼稚園等に広めな

がら体験を重視した食育活動の推進を図る。

（ア）実践研修会

モデル事業実施に向け、保育所担当者、指導者、スタッフによる検討、打合せを実施。

日時：平成２５年１月３１日（木）午後１時３０分から午後３時まで

参加者数：５名

（イ）モデル事業

三朝町立竹田保育園をモデル園として料理教室開催及び事業評価・検討会を実施。事業報告として

「平成２４年度中部地区食育推進交流セミナー」にて活動紹介を行った。
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＜実施状況＞

事業名 内 容

料理教室開催 日時：平成 25 年 2 月 7 日（木）午前 8 時 45 分から午後 0 時 30 分まで

場所：三朝町立竹田保育園

参加者数：園児５名、保護者７名、指導者等６名

実施献立：炊き込みごはん、すまし汁

内容：指導者は調理を通して食に対する関心を深め、園児が達成感を感じるこ

とができる指導、支援を行った。保護者は教室で子ども達の取組の様子

を見学。保護者及び保育園でアンケートを実施。

事業評価・検討会 日時：平成２５年３月２５日（月）午後３時から午後４時３０分まで

場所：三朝町立竹田保育園

参加者数：指導者等４名

内容：モデル事業の実施、課題及びアンケート結果に基づく保護者支援の方法

について検討を行った。

（8）歯科保健事業

①健口食育プロジェクト事業

歯科保健の観点から、各ライフステージに応じた支援や研修会を開催し、食育へのアプローチを行

った。

（ア）健口キッズ支援コース

○モデル園での実践

幼児の口腔機能を育むため、モデル園を選定し、園での年中児を対象とした「お口を使った遊

び」を実施した。

モデル園数 対象園児数

４園 ３６名

○モデル園での実践の前に中部地区保育士等を対象に、口腔機能向上への意識付けをするため研

修会を開催した。

日時・場所・参加者数 内 容

平成２４年１２月１８日（火） ○講演「子どもの口腔機能の発達について」

午後１時３０分から３時まで 講師：中部歯科医師会所属 倉繁雅弘 氏

中部総合事務所２０２会議室 ○実践報告「子どもの口腔機能向上の取組について」

参加者数：３２名 発表者：福祉保健局 健康支援課 歯科衛生士 角田亜紀子

○ 健口食育プロジェクト圏域検討会

日時・場所 内容

平成２５年３月１５日（金） ≪報告事項≫

午後３時１０分から４時４０分 （１）中部圏域における健口食育プロジェクト事業健口キ

中部総合事務所２０５会議室 ッ ズ支援コース概要及び各モデル園の実施状況

（２）咀嚼力判定ガムテスト結果及び子どもの口腔機能に

つ いての保護者及び保育士事前事後アンケート結果報

告

（３）平成２５年度の鳥取県健口食育プロジェクト事業（案）

≪意見交換≫

（１）今後の口腔機能向上の取組の継続と実施園の

拡大のための方策について

＜課 題＞

平成２２年度から３年間事業を実施し、取組内容に違いはあるが、保育園・幼稚園では食べ

る機能を中心とした口腔機能向上に徐々に関心が高まっている。口腔機能は個人の生きがいや

生涯にわたる生活の質に深く関わっていくため、保育園・幼稚園だけの取組で終わらせること

なく、その後のライフステージに応じた取組が必要。
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（イ）健口的メタボ予防コース

不規則な食生活や運動不足が生活習慣病の要因となっていることから、健全な生活習慣の定着を

図ることを目的に研修会を開催した。

日時・場所・参加者数 内 容

平成２４年９月２７日（木） ○講演「歯科からみた生活習慣病の予防」

午後２時３０分から３時１０分まで 講師：中部歯科医師会所属 國竹洋輔 氏

倉吉交流プラザ 第１研修室

参加者数：２１名

（ウ）食べ方ヒヤリ・ハット防止コース

高齢期では口腔機能の低下による誤嚥性肺炎や、食べ物による窒息事故などが問題となっている

ことから、介護施設職員等を対象に口腔機能の維持・向上を支援する研修会を開催した。

日時・場所・参加者数 内 容

平成２４年１２月６日（木） ○講演「高齢者における口腔機能向上について」

午後１時３０分から２時３０分まで 講師：中部歯科医師会所属 山本剛志 氏

中部総合事務所 講堂

参加者数：５３名

②８０２０運動推進事業

（ア）中部地域歯科保健推進協議会開催状況（２回／年）

【第１回】

内 容

日 時 平成２４年７月３０日（月） 午後１時３０分から３時

場 所 中部総合事務所 ２０２会議室

内 容 ≪報告事項≫

（１）平成２３年度１歳６か月時、３歳児歯科健康診査結果報告

（２）平成２３年度中部圏域健口キッズ支援コース実施状況報告

（３）平成２４年度中部圏域歯科保健事業計画

（４）中部圏域各市町における歯科保健事業実施状況

≪意見交換≫

中部保健医療圏療計画における歯科保健の現状と課題、対応策について

【第２回】

内 容

日 時 平成２５年３月５日（火） 午後１時３０分から３時

場 所 中部総合事務所 ２０５会議室

内 容 ≪報告事項≫

（１）平成２４年度歯科保健事業実施状況について

（２）平成２４年度中部管内保育所・幼稚園、小中学校歯科健康診査結果

（３）鳥取県中部保健医療圏地域保健医療計画「歯科保健分野」（案）の策

定について

（４）平成２５年度鳥取県歯科保健事業（案）について

≪意見交換≫

（１）フッ化物洗口の実施について

（２）歯周病予防対策の推進について

（３）歯科保健指導媒体の見直しについて

（イ）中部地域歯科保健関係者研修会（１回／年）

テーマ：高齢者自身で行う口腔ケアについて

日時・場所・参加者数 内 容

平成２５年１月２４日（木） ○講演「健康で長生きする秘訣はお口の健口から」

午後１時３０分から３時００分 講師：中部歯科医師会所属 仲秀典 氏

まで

中部総合事務所２０２会議室

参加者数：２６名
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＜課 題＞

高齢者の口腔ケアに関して、地域・施設・歯科との連携が不十分との声があり、今後高齢化率

が上昇していく中で、高齢期の歯科保健対策の充実が必要。

（ウ）中部圏域におけるよい歯のコンクール

中部地区市町から推薦のあったよい歯の親子を審査・表彰し、８０２０運動の普及啓発を図った。

日 時 平成２４年６月６日（水）

午後１時３０分から３時００分

場 所 中部口腔衛生センター

平成２３年度３歳児歯科 ９４１人

健診受診者数

うちむし歯のない児の数 ７８６人（８３．５％）

管内市町推薦組数 計８組（倉吉市４組、三朝町１組、湯梨浜町１組、

琴浦町１組、北栄町１組）

コンクール参加組数 計５組（母子の部３組、父子の部２組）

最優秀組 父子の部最優秀組：三朝町１組

母子の部最優秀組：倉吉市１組

※父子の部最優秀組１組・母子の部最優秀組１組を県審査へ推薦し、優秀賞を受賞。

(9) がん対策推進事業

①鳥取県がん検診推進パートナー企業募集事業（H23.11 から開始）

がん死亡率を減少させるため従業員等へのがん検診受診や啓発への協力が得られる事業所を認定した。

＜実施状況＞

認定企業数：３３カ所 認定企業従業員合計数：３，５１２人

訪問企業数：１０３カ所（認定企業３３カ所を含む）

②鳥取県禁煙治療費助成事業（H23.8 から開始）

禁煙を希望する方で禁煙治療が保険適用にならないブリンクマン指数が２００未満の方を対象に保

険適用相当額を助成する。

＜実施状況＞

申請件数：２件 助成件数：２件

③出張がん予防教室（H23.12 から開始）

がんに対する正しい知識を持ち、がんを予防しがん検診の習慣を子どもの頃から身につけるため学

校や企業を対象として、講師派遣や資料提供し、がん予防教室を実施していいただく。

＜実施状況＞

学校関係：７回 企業関係：３回 その他：４回

（10）医療相談等対応状況 （単位：件）（平成２５年３月３１日現在）

相談件数 相談内容（重複あり）

治療 薬剤 接遇 料金 事故 その他

２２ ９ ２ １２ ２ ０ ６
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３１ 医療施設等の検査等の状況

(1) 医療関係施設の立入検査の状況

＊ 対象施設の選定方針

病院：原則１回／１年。ただし、前年度文書指摘事項のない病院は省略可とする。

診療所：無床１回／５年、有床１回／２～３年。自己点検表を検査対象医療機関に配布、回収し、記載内容

等を基に優先順位をつけて立入検査を実施する。

＊ 検査実施体制

病院：保健所長（福祉保健局副局長）、その他６名程度の職員が部門ごと（診療、管理、薬剤、給食、放射線、

看護）に検査する。

診療所：医薬担当を中心とし、必要に応じ専門職員の応援のもと検査する。

＊ 当年度重点検査事項

病院：院内感染対策

診療所：安全管理体制の確保、院内感染対策

（単位：施設、件）（平成２５年３月３１日現在）

対 検 不備事項 不 備 事 項 等 の 概 要

象 査 件 数 等 処分等件数

区 分 施 施 施 件 処 告 指 主 な 不 備 事 項 等 の 概 要

設 設 設 数 分 発 導

数 数 数

病 院 11 6 3 1 0 0 3 【病院】(３件)

一般診療所 89 23 15 34 0 0 15 ・避難訓練が年１回しか実施されていなかった。

歯科診療所 44 10 4 7 0 0 4 ・変更許可申請の時期が遅延していた。

衛生検査所 0 0 0 0 0 0 0 ・医療機器の安全使用のための責任者が定められていなかった。

そ の 他 60 1 0 0 0 0 0 【診療所】

合 計 204 40 22 42 0 0 22 ・放射線障害の発生するおそれののある場所の測定が 6 か月を

超えないごとに実施されていなかった。

・各種指針・手順書が作成されていなかった。

注 検査施設数は、延べ施設数を記載すること。
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(2) 薬事監視の状況

＊ 対象施設の選定方針

平成２４年度薬事関係等事業計画に基づき監視業務を実施した。

監視目標率は、薬局及び卸売販売業は５割、店舗販売業は３割、管理医療機器販売等は１割、

毒物劇物一般販売業及び農業用品目販売業は３割などとなっている。

＊ 検査実施体制

基本的には医薬担当にて対応。毒物劇物については年に１回、各総合事務所福祉保健局・生活環境局、県

庁くらしの安心推進課・医療指導課と合同で監視を行った。

＊ 当年度重点検査事項

平成２４年度は毒物劇物合同立入監視を中部で実施したため、毒物劇物販売業について重点的に監視を行

った。

（単位：施設、件）（平成２５年３月３１日現在）

対 検 違反等の 違 反 事 項 等 の 概 要

象 査 件 数 等 処分等件数

区 分 施 施 施 件 処 告 始 主 な 不 備 事 項 等 の 概 要

設 設 設 数 分 発 末

数 数 数 書

薬 局 54 39 2 2 【薬局】
製造業 専 業 ・調剤に従事する薬剤師の員数が、 1 日平均処方せん数

医 薬 局 6 5 に対して不足している。
製 造 専 業

薬 販売業 薬 局 6 5 【毒物劇物一般販売業】
一 般 販 売 業 ・毒物及び劇物取締法に規定する販売業の登録を受けず

品 卸 売 販 売 業 11 6 に劇物を販売した。
店 舗 販 売 業 24 13 ・劇物の販売に際して、譲受人から譲受書を受け取ってい
薬 種 商 販 売 業 1 4 なかった。
特 例 販 売 業 1 1
配 置 販 売 業 2 2
配 置 従 事 者 2
業務上取扱施設 45

医薬 製 造 業
部外 製 造 販 売 業
品 販 売 業 50

業務上取扱施設
化 製 造 業
粧 製 造 販 売 業
品 販 売 業 50

業務上取扱施設
製 造 業

医療 製 造 販 売 業
機器 高度医療機器販売等 37 10

管理医療機器販売等 213 51
修 理 業 1
業務上取扱施設 40
製 造 業

毒物 一 般 販 売 業 63 40 2 2
農業用品目販売業 24 15

劇物 特定品目販売業
業 務 上 取 扱 者 24
合 計 443 402 4 4

注１ 「その他」欄には、化粧品製造業等の検査を実施した業種について適宜追加記載すること。

２ 検査施設数は、延べ施設数を記載すること。
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３２ 感染症等に関する業務の状況

(1) 結核予防の状況

ア 結核登録者の状況 （単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

区分 本 年 度 中 登 録 本 年 度 中 登 録 除 外 年度末

新 規 再登録 転 入 計 観察 死 亡 転 症 転 出 その他 計 登録数

不要

Ｈ２０年度 １７ １ ０ １８ １５ ５ ０ ０ ０ ２０ ３３

（２） （０） （０） （２） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （２）

Ｈ２１年度 １４ ０ ０ １４ １２ ５ １ ３ ０ ２１ ２６

（２） （０） （０） （２） （０） （０） （０） （１） （０） （１） （３）

Ｈ２２年度 ２１ １ ０ ２２ ６ ２ ０ １ １ １０ ３８

（１） （０） （０） （１） （０） （０） （０） （１） （０） （１） （３）

Ｈ２３年度 １０ １ ２ １３ ９ ３ ０ ３ １ １６ ３５

（３） （０） （０） （３） （１） （０） （０） （０） （０） （１） （５）

Ｈ２４年度 １５ １ ０ １６ １３ ３ １ ２ １ ２０ ３１

（１） （０） （０） （１） （１） （０） （０） （０） （１） （２） （４）

注 （ ）内には、ＬＴＢＩ（「潜在性結核感染症」と診断され結核医療の対象とされた者）を再掲する。

イ 結核患者接触者健康診断、結核登録者精密検査実施状況 （単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

かくたん検査者数 被発見者数

区 分 実 施 受診 ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ 胸部ｴｯｸ 赤 沈 検 とまつ 培 養 ｸｫﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ 結核 潜 在 性

機関名 人員 反応 ｽ線撮影 査者数 検査者数 (確定例) 結 核 感

者数 染症

保健所

接触者 委 託 ５４ １ ２７ ２６ ０ ０

健 診 その他 ２ ０ ２ ０ ０ ０

計 ５６ １ ２９ ２６ ０ ０

・対象人数： ６８人 ・受診率： ８２．４％

結 核 保健所

登録者 委 託 ３６ ３６ ２ ２ ０ ０

精 密 その他 ７ ７ ０ ０ １ ０

検 査 計 ４３ ４３ ２ ２ １ ０

・対象人数： ４６人 ・受診率： ９３．５％

保健所

委 託 ９０ １ ６３ ２ ２ ２６ ０ ０

計 その他 ９ ９ ０ ０ ０ １ ０

計 ９９ １ ７２ ２ ２ ２６ １ ０

・対象人数：１１４人 ・受診率： ８６．８％

(2) 感染症の発生等の状況（結核を除く） （単位：件、人）（平成２５年３月３１日現在）

発 生 状 況 疫 学 調 査 件 数 集団

区 分 件数 患者数 死亡 調査 調査 検査 発 見 発生 備 考

者数 件数 人数 件数 患者数 件数

三類 腸管出血性大腸菌 ２ ２ ０ ２ １２ １４ ０ ( ― )

四類 日本紅斑熱 １ １ ０ １ １ １ ０ ( ― )

五類 風疹 １ １ ０ １ １ ３ ０ ( ― )

五類 麻疹 ５ ０ ０ ５ ５ １４ ０ ( ― ) 臨床診断(疑い)例とし

ての発生届５件に対し

て、疫学調査を実施し

た結果、検査診断です

べて麻疹が否定された

ため患者数は０となっ

ている。

計 ９ ４ ０ ９ １９ ３２ ０ ( ― )

注 (1) 集団発生件数は、内数である。

(2) 定点報告分は、備考欄にそのことを記載すること。
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(3) エイズ及び性感染症の相談・検査の状況 （単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

区 分 エ イ ズ 梅 毒 クラミジア感染症 合 計

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

相 談 電 話 １０ ０ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １０ ０ １０

来 所 ４ ０ ４ １ ０ １ ３ ０ ３ ８ ０ ８

(迅速検査再掲)（４２) (１６) (５８)

検 査 ５３ ２３ ７６ ２８ １７ ４５ ２８ １７ ４５ １０９ ５７ １６６

(4) 肝炎の相談・検査・治療費助成の状況 （単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

相談件数 検査件数 肝炎治療特別推進事業

（医療機関分再掲） 肝炎治療受給者証交付申請件数 肝炎ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ・核酸ｱﾅﾛｸﾞ製剤

２５ （新規件数再掲） 治療費申請件数

６０ （１） ２０２ （ ３５ ） １０

(5) 感染制御地域支援ネットワーク事業実施状況 （単位：件）（平成２５年３月３１日現在）

感染制御相談 会 議 研修会

相談区分（重複あり） 回数：１回 (H24.7.29) 回数：１回 (H24.7.29)

件数 感染症 感染症 感 染 管 感 染 予 環境 その他 内容：（１７名参加） 内容：（１３３名参加）

全般 事例 理組織 防技術 管理 ●中部医療圏感染制御地 ●医療圏における感染制御

２ ２ ０ １ １ １ ２ 域支援ネットワークの事務 講師：浜松医療センター副

局の設置について 院長 矢野邦夫先生

●中部医師会(中部院内感 ●鳥取県感染制御地域支援

染防止研究会事務局)と中 ﾈｯﾄﾜｰｸについて

部福祉保健局の役割分担 講師：県健康医療局

●今後の運営方針等につ 藤井局長

いて ●研究発表：清水病院、垣田

●来年度の研究会の開催 病院、北岡病院

計画について

３３ 原爆被爆者健康手帳交付者及び手当受給者の状況

（単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

健康手帳 手 当 受 給 者 数

区 分 医療特別 特別手当 健康管理 保健手当 介護手当

交付者数 手 当 手 当

Ｈ２０年度 ７１ １ １ ６５ ３ １

Ｈ２１年度 ６９ １ １ ６２ ３ １

Ｈ２２年度 ６３ １ １ ５６ ３ ０

Ｈ２３年度 ６０ １ １ ５４ ２ ０

Ｈ２４年度 ５７ １ １ ５１ ２ ０

３４ 難病患者の状況

（単位：人）（平成２５年３月３１日現在）

特定疾患 鳥取県特定 小児慢性 難病患者

区 分 認定者数 疾患訪問看 特定疾患 医療相談

護治療研究 認定者数 者数

事業対象患 (※２)

者(※１)

Ｈ２０年度 ６２３ ２ ６１ ２６

Ｈ２１年度 ６４８ ２ ６０ ２３

Ｈ２２年度 ６９１ ２ ６７ ３４

Ｈ２３年度 ７３５ ２ ７３ ３５

Ｈ２４年度 ７６４ ３ ７７ ２７

注(1) (※１) 鳥取県特定疾患（在宅人工呼吸器使用患者）訪問看護治療研究事業の対象患者を記載（再掲）する。

(2) (※２) 相談会等への参加者数を記載すること。
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３５ 身体障害者更生相談所に係る定期相談等の実施状況 

                                    （単位：回数、人）   （平成２５年３月３１日 現在） 

 

 定 期 相 談 

 

   巡 回 相 談    
 

 

 区 分  計画回数  実施回数  相談者数  計画回数  実施回数  相談者数  
Ｈ20年度 39 35 151 0 0 10 

Ｈ21年度 39 34 133 0 4 5 

Ｈ22年度 39 36 172 0 10 10 

Ｈ23年度 39 36 146 0 10 10 

Ｈ24年度 66 67 376 0 7 7 

整形 24 22 135 0 7 7 

耳鼻科 12 12 53 0 0 0 

眼科 3 1 1 0 0 0 

内訳 

内科 27 32 187 0 0 0 

 

 

３６ 身体障害者更生相談所に係る相談内容及び判定の状況 

                
                         （単位：件）  （平成２５年３月３１日 現在） 

相談内容（延） 判定内容（延）  実人員 

更生医

療 

補装具 身体障

害者手

帳 

職業 施設 生活 その他 計 医学的

判定 

心理学

的判定 

職能的

判定 

その他

の判定

計 

来所 331 187 136 0 0 0 5 3 331 376 0 0 0 376

巡回 9 0 7 0 0 0 3 2 12 0 0 0 0 0

電話等 21 1 9 0 0 0 9 3 22   

合計 361 188 152 0 0 0 17 8 366 376 0 0 0 376

 

 

３７ 知的障害者更生相談所に係る障害程度別の相談状況                                
                  （単位：件） （平成２５年３月３１日 現在） 

 区 分 

 

 軽度 

 

 中度 

 

 重度 

 

最重度 

 

 発達

 障害

その他

 

 合計 

 

Ｈ20年度 62 26 37 8 0 3 136

Ｈ21年度 44 35 12 18 0 2 111

Ｈ22年度 60 22 16 10 0 58 166

Ｈ23年度 69 19 13 16 0 1 118

Ｈ24年度 84 19 18 11 0 0 132

 

 

３８ 知的障害者更生相談所に係る相談内容及び判定の状況 

                          （単位：件）  （平成２５年３月３１日 現在） 

相談内容（延） 判定内容（延）  実人員 

施設 職 親

委託 

職業 医 療

保健 

生活 教育 療 育

手帳 

そ の

他 

計 医学的

判定 

心理学

的判定 

職能的

判定 

その他

の判定

計 

来所 97 1 0 0 0 9 0 81 22 113 13 68 0 22 103

巡回 30 0 0 0 0 5 0 29 0 34 0 29 0 0 29

電話等 10 5 0 0 0 17 0 0 2 24   

合計 137 6 0 0 0 31 0 110 24 171 13 97 0 22 132

  



○　意見、要望等

（１）業務に関する意見・要望等

　　特になし。

（２）監査委員事務局に対する要望等

　母子･寡婦福祉資金貸付金については、昨年度の定期監査において、「全体の滞納額は減少しているが、現年度・過年度別では、現年度滞納額が、
30万円弱増加している。」ということで指摘となった。
　これは、鳥取県監査基準・監査処置基準の運用指針で、
　　「未収金に対する措置が適正を欠くもの
　　　　１　未収金額が100万円以上の案件は「指摘」とする。
　　　　２　未収金額が100万円以上の案件のうち、収納に対し改善の努力が認められ、かつ、過年度未収金額、新規発生未収金額が共に減少して
　　　　　いる場合は「注意」とする。」
　と定められているためであるが、現行の監査処置基準には改善の余地があると考えられるため、運用指針の見直しをしていただきたい。
　
　〈改善の余地があると思われる点〉
　　現行の運用指針においては、「過年度分、現年度分の未収金額が共に減少している場合」のみを評価の対象としており、全体の未収金額を減少さ
　せる取組に対しては全く評価されないため、滞納整理に当たる職員のモチベーションに悪影響を及ぼす。
　　【見直し案】　※下線部分を修正
　　　　１　未収金額が100万円以上の案件は「指摘」とする。
　　　　２　未収金額が100万円以上の案件のうち、収納に対し改善の努力が認められ、かつ、全体の未収金額が減少している場合は「注意」とする。

－
　
5
7
　
－
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